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バナナ、卵と外航運賃

・講講義嚢羅苅野
召
…

口
U
’

　バナナ、卵の値段と外航運賃（長期契

約またはCOA、例えばブラジル／日本の

鉄鉱石、豪州／日本の石炭等）は、ここ

20年来ほとんど変わっていないのではな

いか。

　バナナは輸入品であり円高および輸送

の合理化、卵は国産であるが餌は輸入で

あり、また大規模経営等の合理化により、

いずれも流通市場で商売が成り立ってい

る。

　一方、外航運賃について言えば、円高、

石油ショック、数度にわたる海運不況に

対して、海運業界はコストのドル化、混

乗、その他労使協力して血のにじむよう

な努力を重ねてきたが、さらに円高が進

み、人件費を含むコストアップ、市況の

低迷等々によって、海運業のコストを賄

う水準には至っていない。

　世界経済の円滑な発展のためには、原

燃料の海上輸送、適地生産による製品の

海上輸送は欠くことのできない重要な役

割であるが、海運業の利益率を見る限り、

地球環境保全の要請を受けながら、果た

して日本において今後産業として成り立

ち得るのかという疑問を感ぜざるを得な

い。

　国内における小売業は一般的には25～

30％の粗利益を前提に、合理的な運営や

サービスの競争が行われており、これを

海運業に引き直せば、前述の海運業費用

に加えて、今後予想される油流出防止の

ためのソフト、ハードの改善や、大気汚

染防止等地球環境保全のための対策費、

さらに適正な利潤を加えた運賃を得られ

なければ、再生産さらには今後の発展は

望めず、リスクのみ多く、産業として魅

力あるものとはならない。

　日本における鉄鋼業、エネルギー産業

の国際競争力を支えてきた海運業が、海

上汚染等のリスクを保全しながら、その

重責を担っていくためには、内外を問わ

ず過当競争を防止し、荷主各位のご理解

を得て適正な運賃を確保する方法を追求

する必要があるのではないか。
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シツビング

フラッシュ

1．平成5（93）年度船舶保険料率・条件改定交渉

　当協会は、例年、日本船舶保険連盟（船連）

との間で船舶保険料率・条件の改定交渉を行っ

ており、本年も数次にわたる交渉が行われた。

その結果、平成4年3月31日、全般的料率や第

6種条件等各種割り増し料率の引き上げなどを

主な内容とする、約38億円の保険料引き上げが

合意された。その背景となる保険成績の状況を

見てみると、当協会が会員会社を対象に行った

平成4年（1月1日～ユ2月31日）の船舶普通保

険期間保険成績の調査によると、平成4年単年

における損害率は90．25％となり、同年を最終年

とする過去5力年間の平均損害率は90．93％とな

った。

　一方、船連の調査（93年3月末現在）でも、

89年度以降3力年間の損害率は、89年度＝

103．25％、90年度；112．07％、91年度：120，89

％となり、92年3月末の5力年通算損害率（87

年度～91年度）も91，99％の悪績となっている。

　この原因として、一連は

①王987年度以降連続4年にわたる大幅な保

　険馬引き下げによって料率水準が急激に低

　下したこと

②大小海難事故の頻発および修繕費等の値

　上がりによる支払い保険金の増加

　　　などを挙げている。

　　　このため船連は、保険成績の改善が急務

　　であるとし、大幅な保険料引き上げを要望

　　してきた。

　これに対し、当協会は

①わが国海運業界は安全運航体制の充実へ

　　向けて一層努力していること

②92年度単年度損害率が最終的には良化が

　　見込めること

③海運界は世界的な景気低迷に伴う荷動き

　　の減少などにより厳しい経営環境に直面し

　　ていること

などを挙げ、前年度に続く保険料の大幅な引き

上げは船社経営に極めて大きな影響を与えるこ

（



とから、両業界の長年の協調関係と長期的料率

の安定の観点より、平成5年度料率の据え置き

を強く要望していた。こうした状況の下に数回

の交渉が行われ、結局前記の保険料引き上げが

合意されたものである。

　保険料の2年連続の大幅な引き上げは、船社

経営に大きな負担となることが懸念されるが、

その原因は保険成績の日刊であり、わが国海運

業界は長期的・安定的な料率を確保するため、

一層の安全運航体制の確立を推進するとともに、

修繕費等を安易に保険に依存する傾向を是正す

る必要があるものと考えられる。

2．船舶解撤問題共同検討委員会の活動状況

）

　当協会および日本造船工業会（七戸）は、今

後、船舶解撤問題が顕在化することが必至の状

況となっていることから、1992年4月、船舶解

撤問題共同検討委員会（委員長＝輔法輪当協会

副会長、副委員長：合田造型副会長）を設置し

（船協月報1992年5月号P．7参照）、今日まで

その下部組織である幹事会を中心に、船舶解撤

の重要性につき内外の関係業界、関係官庁に訴

えるとともに、中国・インド・パキスタン等を

訪問し解撤能力見極めの実態調査（船’協月報

1992年8月号P．6、10月号P．13、12月号P．

5、1993年1月号P．9参照）を行うなど問題解

決に向けて努力してきたが、今般その活動の経

過報告ならびに今後の活動方針について下記の

とおりとりまとめた。

　活動経過報告および今後の活動方針

1．活動経過報告

　本委員会は、1992年4月に設置して以来過去

1年間、主として、α〉解撤促進のための環境作

り、（2＞世界の船舶解撤業の現状調査、（3＞将来に

おける解撤量の予測とそれに対応する解撤能力

の推定、に関する活動を以下のとおり行ってき

た。

（D　解撤促進のための環境作り

　　調査団の派遣や関係先との意見交換、マ

　スコミを通じてのPR活動を精力的に行った

　結果、タンカー安全問題、環境保護への意

　識の高まり等にも助けられ、解撤の重要性

　について広く世界に理解されることとなり、

　大きな成果をあげた。

（2）世界の船舶解撤業の現状調査

　　5回にわたる調査団の派遣により、十分

　とは言えないまでも、かなりの程度実情把

　握をすることができた。それぞれの調査結

　果については都度各種媒体を通じ報道され

　たとおりである。

（3）将来における解撤量の予測とそれに対応

　する解撤能力の推定

　　解撤量の将来予測およびこれに対応する

　解撤能力については、1990年代後半のピー

　ク時の解撤量2，000万総トンに対し、解撤能

　力はおおむね年間1，400万総トンと推定され

　るが、諸条件が整えば最大年間2，600万総ト

　ン程度まで高められる可能性がある。

　　現状のままでも中小型船の解撤について

　は解撒経験を積み、生産性を高めれば対応

匿．



　可能と思われるが、VLCC等大型船につい

　　ては解撤業者が解撤船購入資金画で問題を

　　抱えていること、また各国とも解撤能力拡

　　大にはそれぞれ問題を抱えていることから、

　　何らかの支援措置が必要である。

　　　また、解撤業の経営安定のためには、操

　　業の安定すなわち解撤船発生量の平準化を

　　図る必要があり、「団塊の老齢大型船」の前

　　倒し解撤の方策を講ずることが肝要である。

2．今後の活動方針

　今後の活動方針としては、引き続き解撤促進

のための環境作りを行うとともに、解撤能力増

強のための条件整備、および解撤船供給促進の

諸方策に主眼をおいて検討することとしたい。

ついては、以下を活勤計画としたい。

　ω　解撤促進の環境作りのための関係者との

　　意見交換

　　　過去1年間は、解撤を行う側（解撤業・

　　伸鉄業・商社等の関連業者や政府関係先）

　　との意見交換が主体であったが、今後は、

　　これに加え老朽船を大量に保有する船主筋

　　との意見交換も図ることとし、必要があれ

　　ば、老朽船の解撤促進につき積極的な対応

　　を促すため、関係各国を訪問することとす

　　る。

　　　その他、インタータンコ、およびインタ

　　ーカーゴ等の国際的組織との連携や各種国

　際フォーラムへの積極的参加を通じ、解撤

　促進の重要性について訴えていく。また、

　商社・石油業界等、関係業界にも協力を呼

　びかけていく。

②　解撤能力増強のための条件整備

　　解撤当事国関係者の自助努力だけでは必

　ずしも十分な解撤能力増強に結びつかない

　ことも考えられるので、ヤード・機器等の

　整備に係わる財政的支援のためのスキーム

　についても検討する。また、解撤実施国等

　からの要請があれば、①英文解撒マニュア

　ルの作成、②公害防止・作業の安全に関す

　る技術指導、③ガスフリー技術指導、④研

　修員の受け入れ、⑤解撤船ブローカーリス

　トの作成、などめ技術的支援・情報提供に

　ついても検討する。

（3）解撤船の供給促進

　　解撤船供給のための支援スキーム（例え

　ばインターカーゴ提唱のCAPSICOスキー

　ム）を検討していく。

　　また、船舶の安全運航、環境保護の立場

　から現在IMO、OECD等の各種国際機関な

　らびに各国政府でサブスタンダード船排除

　のための諸方策が種々検討されているが、

　当委員会としてもこれらの動向を注視しつ

　っ対応していく。

．へ

3．海運造船合理化審議会造船対策部会の模様

　去る3月23日、海運造船合理化審議会造船対

策部会が開催され、造船業の現状と今後の対応

について審議が行われた。

　今回の造船対策部会開催の主旨は、前回（平

犀．



成3年12月）答申のレビューであり、前回答申

の主な項目について、現状評価と今後の対応が

論議された。

　主要項目のうち、建造需要見通しについては、

「今後長期的な建造需要は『1970年代半ばに大

量に建造された大型タンカーを中心とした代替

建造需要に支えられて順調に増加していくもの

と予想される』とする前回答申における長期的

見通しは、現時点においても基本的には変わら

ないものと判断される。

　しかしながら、今後当該代替建造需要がいつ

顕在化し、また、どの程度の量となって現れる

か等については、世界景気の回復のテンポや老

朽船の安全対策等に対する国際的な取り組みの

影響等により左右されるものと考えられる点も

あり、引き続き適切なタイミングでの見直しを

行っていく必要がある」とされた。

　また、需給安定化方策については、上記需要

見通しを受け、「今後とも原則として現状の設備

能力をベースとして対応していくことが肝要で

ある」とされた。

　この他、産業基盤の整備、老朽船対策とスク

ラップ問題、タンカーの安全対策等について種

々意見交換が行われた。

　当協会からは、根本会長が委員として出席し、

造船業の国際競争力の確保、タンカーの安全対

策に関連する航行安全装置の開発、サブスタン

ダード船の排除および船舶解撤の促進とそのた

めのODAの活用、修繕業の活性化等について適

切な対応がとられるよう要請した。

　　　　　　　　　　「海運統計要覧1993」の刊行

　当協会では、1970年以来、海運業ならびに関連産業・一般経済に関する内外の諸統計を収録

した『海運統計要覧』を作成し、海運関係者をはじめ各位のご参考に供しておりますが、この

たび、下記内容による1993年版を刊行いたしました。

　本統計要覧は実費頒布いたしておりますので、ご希望の向きは、下記までご連絡ください。

〈問い合わせ先〉日本船主協会　調査広報部

　〒102東京都千代田区平河町2－6－4（海運ビル）TEL（03＞3264－7181

「海運統計要覧1993』の内容

装丁A6判上装460頁
頒布価格　1冊1，5GO円（消費税を含む）

掲載項目

　海運関係総括表

　　1　船　　腹

　　II造　　船
　　IIi海上荷動と海運市況

　　IV　輸送活動

　　V　コンテナ輸送

　　VI企業財務
　　Vll海運対策と船舶整備計画

Vlli内航海運

IX　港湾関係

X　船員関係

XI一般経済
欄　関連産業の動向

付・資料海運関係略語
　　　　　用語解説

　　　　　海運年表他

團



座談会
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　　国民生活を支える日本商船隊　　、

　ぺ　

1駅田中　時間もあまりないようですので、早速、

　始めさせていただきたいと思います。今日は日

　担商船隊の現状と課題ということで、根本会長

　と大臣の間で活発なお話を展開していただきた

　いと思います。

　　最初に根本会長から、日本海運の現状につい

　てご説明をお願いいたします。

　根本　大臣、大変お忙しいところをありがとう

　ございます。

　　まず、手短に申し上げますと、現在、世界の

　外航海運の対象になっております海上荷動きが

　年間約40億㌧ございます。その4⑪億㌧のうちの

　約2割の8億㌧が日本関連の荷物です。輸入が

　約7億㌧強、輸出がその約1割の7千万㌧、こ

　　ういう状況でございます。

　　　これらの物資を輸送するための距離を乗じた

　輸送トンマイルでは、実に世界全体の25％近く

　　に達しています。日本の人口は全世界の3％弱、

越智　伊平

根本二郎
田中洋之助 戸

　　　　　　　　　　　　　巾噛＿　｛　紺絃L．鵠．．』．．ふ己．＝．．）ゴ蝋∴l

GNPの大きさは約15％です。その国が全世界の

海上貿易量の約20％を占めているということは、

いかに日本経済が海運に大きく依存しているか

が、お分かりいただけるかと思います。

　越智　年間8億㌧と聞いても、一般の人には

ピンとこないと思うが……。

　根本　ええ、その荷物を1日当たりに換算し

ますと約220万㌧、10㌧積みのトラックで大体22

万台になります。JRの線路に並べると、函館か

ら鹿児島まで数珠つなぎになる計算です。日本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
商船隊は、毎日、毎日、これだけ膨大な荷物を

運んでいるというのが現状でございます。

　越智　ほう、それはすごい。大変な量ですね。

　根本　おかげさまで日本の商船隊も世界最大

の規模になり、しっかりと国民生活を支えてい

ます。さらに、広くアジアの経済、世界の経済

を支えるという意味で、われわれは、これから

も頑張って仕事をやっていかなくてはいけない

と思っております。

二．田中　根本会長から、日本海運の現状と、そ

囹
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れがいかに日本経済を支えているかというご説

明がありましたが、運輸当局の責任者である大

臣から、ぜひ、この外航海運に対する抱負、あ

るいは政策をお伺いしたいと思います。

　越智　会長からお話がございましたように、

わが国の商船隊は資源、エネルギーをはじめと

する貿易物資の安定輸送上、大変重要な役割を

果たしております。わが国が今後とも貿易立国

として安定した経済を維持していくためには、

健全な商船隊を擁する海運業の保持が不可欠で

あると、このように考えております。

　根本　日本の商船隊も規模においては世界第

1位になりましたが、残念ながら質的にはまだ

まだ十分ではございません。

　海運は構造的には収入はドル、コストのほう

は円ということでしたので、急激な円高で手取

り収入が減り、経営が大きな打撃を受けやすい

というのが業界の実情でございます。

　越智　運輸省としても、わが国の商船隊の国

際競争力を強化し、海運企業の経営基盤を強化

するため、引き続き外航船舶整備のための日本

開発銀行からの財政資金の長期低利融資、船舶

の特別償却制度等の税制上の措置の充実にも努．

めてまいりたいと、かように考えております。

また、ドル建ての収入に見合う費用のドル化な

ど、為替変動対策をさらに推進する。また、陸

上輸送部門を含めた複合一貫輸送体制の整備、

輸送サービスの質的向上に努めるとともに、三

国間輸送への進出に積極的に取り組んでいく必

要があると考えております。

まず自助努力で国際競争力を　窪｛

　田中　根本会長．、いま、大臣のほうからいろ

いろ詳しいお話がございましたが、外国船員と

の混用の促進とかコストのドル化、こういうも

のが一つ決め手になるだろうと思います。その

へんにつきましてちょっとご説明願えませんか。

　根本　1985年のプラザ合意以降、急激な円高

で業界は相当な打撃を受けました。当然、各社

とも合理化もやりましたし、ドルコスト化にも

必死に取り組んでまいりました。

　参考までに申し上げますと、日本郵船の場合

には、100隻以上ありました日本籍船を半数の50

隻ぐらいに減らしました。あとは船籍を海外に

移し、コストをドル化して為替レートの変動の

影響に対応してきました。



　商船隊の構成としては、まず日本入船員の乗

った近代化船の投入、これは船員が11名ぐらい

の船でして、日本人船員だけで国際競争力を回

復しようとして走らせている少数定員船です。

そ．して、その次に日本籍の船に賃金の安い外国

人の乗組員を混乗ずるという制度。それから、

外国船籍の船に日本人の船員を混乗ずる。さら

に船籍は海外にあり、外国人船員が乗っている

海外からの用船というような四重の構成にして、

そのベストミックスを追求するというようなこ

とを現在やっているわけでございます。

　田中　外国の船員を乗せるとなると、いろい

ろな問題も出てくるでしょうね。また、国際競

争力をつけるために、これからどんな対策が必

要だとお考えですか。

　根本　やはり並置制度ということになります

と、船員の質が非常に大きな問題になってきま

す。そこで、民間の自主努力でいろいろ教育制

度を、例えば私ども日本郵船の場合は、4年前

にマニラに船員学校をつくりまして、既に延べ

5，0GG人ほど教育しております。現在、日本郵船

の船80隻に、1，800名のフィリピン人の船員が乗

っております。また、現地の商船大学にスカラ

シップ制度というものをつくりまして、そこで

勉強してもらおうということで奨学資金を寄付

いたしました。

　その他、荷主さんに対するサービスの向上、

これには、コンピュータなどを導入して、なお

一層の質的な改善をしていかなくてはいけない。

それから老朽船を新造船に切り替えていくなど、

事故が起きないような船隊構成にしていく。

　つまり、安全で確実な新鋭船隊の投入、内外
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のコンピューター網の整備など、いわゆる付加

価値の高いサービスを提供していくことです。

　それから企業体質を強固なものにするために、

どうしても運賃を適正な水準に戻す努力をしな

ければならないということで、各社ともいろい

ろ自助努力をしているわけでございます。

　その上で、政策面のご援助ということで、大

臣からのご指摘もございました日本開発銀行の

融資の問題、それから海運税制の充実、この2

点については、このたびの平成5年度予算案等

にも、私どもの希望をほほ全部通していただき

ました。この開銀融資の問題と海運税制の充実、

これは、まさに日本の商船隊の国際競争力を維

持していくための2本柱ですから、この面にお

ける政策支援はなにとぞ今後とも続けていただ

きたい。そして、応分の枠をそろ．えていただき

たいということでございます。

　もう一つ、ここで大臣に申し上げたいのは、

最近ガットをはじめ国際的な自由化の動きがご

ざいまずけれども、日本海運は海運自由の原則

に従って海外で行動しているわけでございます。

恐らく他の発展途上国、あるいはアメリカとか

ヨーロッパなどに比較いたしましても、これほ

ど海運自由の原則に従って行動している商船隊

はないと思います。ですから、そのへんもご理

解いただきまして、ひとつわれわれ海運業の応

援をお願いしたいと思います。

「アジ灘・・一ラム・腰◎ll

　田中　これから日本の商船隊にとりましても、

アジア各国との協調は非常に重要になってくる

と思いますが、その点につきまして根本会長の

（－



ほうから、具体的なお話をお願いします。

　根本　現在、日本とアジアを合わせた荷動き

は世界の45％ぐらいになっております。それか

ら、’商船隊自体も日本船とアジア船で35％ぐら

いを占めてきている。ですから、もはや日本を

含めたアジアを抜きにして、世界の海運を論ず

ることはできないというような現状になってき

ています。

　一つ例をとりますと、日本とアジアからアメ

リカ向けのコンテナの輸送量は年間大体8，000万

㌧ぐらい。そのうち、わが国が2割で、あと残

り8割はアジアの国々から出ています。かつて

は、この逆で、日本が8割を占めておりました。

ですから、中国を含めたアジアの船主の方たち

と話し合いをしていきませんと、なかなか海運

秩序の維持が難しくなってまいりました。

　そういうことで、昨年の4月に日本船主協会

が提唱いたしまして「アジア船主フォーラム」

というものをつくって、第1回の会議を東京で

開催しました。そのときは、日本、韓国、中国

本土、台湾、香港、ASEAN、豪州という7地域

の代表、32名が一堂に会し、その席で私は、今

後の海運のテーマとして「四つのS」を提唱し、

皆さんのご賛同を得ることができました。

　第1は航路の安定化の問題、これは英語でい

いますと「スタビライゼーション」。第2番目は、

航行の安全の問題。これは、昨今のタンカーの

事故とか、海賊問題とかを含めまして「セイフ

ティ」の問題。それから3番目は、今後急増し

てまいります老朽化したタンカーを主体にした

　「スクラッピング」の問題。最後は、先程お話

のあった混乗の対象になりますアジアの船員さ

（越智伊平運輸大

．．
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ん、すなわち「シーメン」の問題と、こういう

「四つのS」を提唱いたしまして皆さんにご賛

同を賜りました。

　そして、それぞれについてチェアマンを選び

まして、日本は航路安定化の議長国になりまし

た。それから、安全の問題についてはASEAN、

スクラップについては、これまで大変経験のあ

る台湾、それからシーメンについては中国本土

と、このように四つの議長国を選びまして、それ

ぞれが責任を持ってこれらのテーマに取り組む。

今度、5月の半ばにソウルで第2回会議をやり、

来年は北京で同じような会議をやる予定です。

　田中　大臣のほうからひとっこの点にっきま

して・・…・。

　越智　いま、お話がございましたように、ア

ジア諸国の荷動きというものが非常に増えてお

り、今後もさらに増大していくと思います。近

・年、先進国の集まりであるOECD海運委員会等

においても、アジア諸国との対話を積極的に推

進しております。そこで、世界海運問題を考え

る際に、アジア海運との連携を欠くことはどう

してもできません。5月にソウルで「アジア船

主フォーラム」が開かれるをうですが、ぜひと

も各国の代表の方々と航路の安定化、安全の問



（根本二郎会長）

題、船員の養成、老朽船のスクラップ問題など

についてよく話し合って進めていっていただき

たいと、このように思う次第です。

国民の祝白、・海の日、の実現を

　田中　それでは、第3のテーマ「海の日」の

祝日化運動についてお伺いしたいと思います。

現在、7月20日が海の記念日になっております

が、これを格上げして国民的な祝祭日にしょう

と日本船主協会を中心に大変熱心な運動が繰り

広げられています。最近は署名運動を展開して

おられるようですが、ひとつ根本会長のほうか

らこの問題につきましてお話し願いたいと思い

ます。

　根本　現在進めておりますのは、1，000万人の

署名運動、これは一生懸命やっております。そ

れから、2月18日現在で769の地方自治体が「海

の日」を祝日化する決議を採択されているとい

うことですので、これをさらに推し進めたい。

そして、私の個人的希望としましては、なるべ

く早く、できれば今通常国会で、何とか成立す

るようにお願いできればと思っています。

　田中　大臣、いかがでございますか。

　越智　7月20日の海の記念日を祝日にすると

匝．

いう件ですが、海事振興連盟の原田憲会長も非

常に熱心でありますし、私の施政方針でもこの

ことははっきりと述べております。

　根本　ありがとうございます。

　越智私もできれば今国会で通したいと思い

ますが、まだ他にもいろいろ運動があります。

日本広しといえども、海と無縁の町村というの

は非常に少ない。ですから、全国約3，290の自治．

体の少なくとも半分以上、3分の2ぐらいの決

議をいただくように進めていただきたい。しか

し、これを運輸省が強制的に行うというのも難

しいので、自発的にやっていただけるように働

きかけていきたいと思っています。

　根本　どうもありがとうございます。われわ

れも1；000万人の署名運動とともに、そちらも頑

張ってまいります。

　この7月20日という日は、明治9年のこの日、

若き明治天皇が、当時最新鋭のロイヤルヨット

　「明治丸」に乗って東北行幸から横浜にお帰り

になった日です。これを記念して昭和16年「海

の記念日」が次官会議で制定されましたが、残

念ながら国民の祝日には入っておりません。し

かし、この50年余りの間、毎年「海の記念日」

の行事をやってきましたし、特に平成2年の5G

周年のときには、天皇・皇后両陛下にもご来臨

いただきました。

　越智　文字どおり日本は海洋国家であり、「海

の日」の祝日がないのがおかしいくらいです。

これは常に海運業界のみならず、みんなが海の

大切さを分かっている。これだけ大きな恩恵を

海から受けているのですからね。今後はすべて

の海事思想普及活動を「海の日」制定の方向へ
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集約してキャンペーンしていきたいですね。

　田中　それでは、最後に安全の問題でござい

ますが、最近マラッカ海峡におきましてタンカ

ーの衝突事故がありました。それを契機に、船

殻を二重にするとかいろんな対策が講じられて

いるようでございますが、そのへんの実情につ

きまして、ひとつ根本会長のほうからお願いし

ます。

　根本　これまでも、それぞれの会社が安全推

進本部を設けるなど、かなり注意してやってき

．たわけでございま．す。同時に、先程もちょっと

触れましたように、外国人船員の研修とか教育

問題、これについても各社自助努力でやってま

いりました。

　一方、団体としては、運輸省のこ提唱もあり

まして、「マラッカ海峡協議会」というものがで

きております。ここで、事故が起きたあとのい

ろいろな対策とか、あるいはマラッカ海峡にお

ける標識とか表示の問題、こういうものを既に

6、7年前から取り上げ、安全対策には努力して

おります。

　それから、最近に至りましては、ASEANの

地域における油の流出事故があった場合の国際

．協力、これは先般、宮沢総理がASEANを訪問

されたときに日本は800万㌦ぐらい出すというお

話をされましたが、われわれは応分の負担をし

ょうということで、この6月に調印いたします。

タンカー安全対策特別会議を設置汀．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　．　　「　　　　．　　　　．　　　　　、　　　「　　　　　．　　　　　　　　　　．　　内　　　　．　　　　　　．

　根本　さらに、サブスタンダード船といいま

　して、相当老朽化して危なげな船、これを極力

排除しようというような動きも自助努力でやつ

（田中洋之助氏）

てきたというようなことで、タンカーの二重構

造化問題以外に船主は船主なりに随分努力はし

てきておるわけでございます。

　さらに、日本船主協会は先般、タンカー安全

対策特別会議というものをつくりまして、私が

その議長になりました。運輸省のほうにも、海

上交通局長の懇談会もできました。それから、

通産省でも対策本部をおつくりになるというよ

うなことで、ゆくゆく通産と運輸両省の合同の

懇談会ができるというように聞いております。

　越智　会長からお話がございましたように、

何といっても安全が大事であります。その安全

のために非常に力を入れていただいておるよう

ですが、やはり最終的には船員さんの教育、こ

れは一番大事であると、かように思います。

　また、タンカーの二重構造化については、運

輸省としても、特別償却とか、また新造の場合

には融資とか、そういうことに力を入れていこ

うと思っております。

　いずれにしても、事故の起こらないように努

力するとともに、ぜひとも老朽船は排除してい

ただいて、快適で安全な輸送、これに徹してい

ただきたいと思います。

　田中今日はどうもありがとうございました。

冊
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・輸省・上交通離浅見喜紀

　今年もまた、花の季節がやってきました。

　霞が関合同庁舎3号館の6階にある私のオフ

ィスからよく見える、国会議事堂前庭の数本の

染井吉野も、早くも三分咲き程に花を開いてい

ます。目を、皇居のお堀に沿って半蔵門から千

鳥ケ淵のほうに移すと、花霞と言うにふさわし

く、ぼうっと淡い桜色に霞んで見えます。

　わが国の古典には花をテーマにした歌や文（花

と言えばもちろん桜の花のことですが）が数限

りなく出てきますが、そのなかで、この季節に

なると私が必ず想い出すものが三つあります。

　その一　　「たえて桜の」ということ

　つまり、伊勢物語第82段にある在原業平の「世

の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけか

らまし」という歌のことです。これは、業平が、

惟喬親王に従って河内国交野に狩りに出かけた

際に、渚の院の桜を見て詠んだ歌です。改めて

歌の意味を記すこともないと思いますが、あえ

て現代語でその意を述べれば、「この世の中に桜

というものが全く無かったなら、もうそろそろ

花が開くかと待ち遠しがつたり、雨や風に花が

散りはしないかと気を揉んだりすることもなく、

春の人の心はさぞかしのんびりしていられよう

に」というようなことでしょうか。

　私自身、この時期になると、今年も例の花を

見なければと、また今年こそはあの花も見てみ

たいなどと思い、さらには、明け方の桜も、昼

の桜も、また夜桜もと思ったりして、心のどか

でない毎日が続くのですが、それがまた花の季

節の楽しみでもあるのです。

　その二　「花は盛りにのみ」ということ

　「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものか

は」。これは、徒然草としては長文の第137段の

書き出しです。そして「雨に向ひて月を恋ひ、

垂れこめて春の行方知らぬも、なほあはれに情

け深し。咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる

庭などこそ見どころ多けれ」と続きます。

　つまり、兼好法師は、「花は満開に咲きそろっ

た時だけが見頃ということはなく、月は陰りな

く照り冴えている月ばかりが名月ではない。ま
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だ花は開いていないが、今にも咲きそうにして

いる梢や、花が散って庭の面に打ちしおれてい

る様子こそ、見どころが多い」と言っているの

です。

　国文学者の西尾貨氏によると、「徒然草文学が

達成しえたひとつは、美意識の広さと深さとを

開拓していることであるが、各段のところどこ

ろにちりばめられている自然美や芸術美、工芸

美などにしても、無常感によって清められた知

性のするどさ、無常感によってみがかれた感覚

のすがすがしさが共通している。その最も明確

な例は、第137段の、自然美の代表としての月花

の見方に認められる」ということですが、それ

にしても、兼好は、前述の業平の歌をどのよう

に読んでいたのでしょうか6

　その三　「花のしたにて」ということ

　西行法師の山家集の春の巻にある「花の歌あ

またよみけるに」と題する25首のうちの一首「ね

がはくは花のしたにて春死なむそのきさらぎの

望月の頃」のことです。

　西行法師は、俗名を佐藤義清といい、鳥羽上

皇の北面の武士でしたが、何に感じたのか23歳

の時に出家し、旅と歌と花に生涯を送りました。

　この歌の「そのきさらぎの望月」とは、「釈尊

が亡くなられた、その2月の15日」という意味

ですが、西行は、まさに自らこの歌に詠んだと

おり、文治6年（1190年）の2月16日に、73歳

で亡くなりました。亡くなった所は、大阪の南

河内にある弘川寺ζいう古刹で、吉野の桜にゆ

かりの深い寺であり、西行の仕えた鳥羽上皇の

病気平癒を祈った勅願寺だったともいわれます。

　そして、西行の墓前には、西行桜と名付けら

れたヤマザクラが静かに立っていて、花の散る

頃には墓所は一面花びらに埋まるそうです。な

お、西行桜と名付けられた桜は、別にもう一つ

あって、京都は洛西の通称花の寺と呼ばれる勝

持寺、この寺は西行が出家をした寺でもありま

すが、その本堂の前にあるシダレザクラがそれ

だそうです。残念ながら、私はどちらの西行桜

も見たことがなく、ぜひ機会を得て見てみたい

と思っています。

　最後に申し添えますと、東京で最も素晴らし

い桜の名所は、何と言っても千鳥ケ渕です。此

岸の桜並木とお堀の水の青、向こう岸の北の丸

公園の桜とその下に群れる連翅の黄色、これら

が一体となって、桜の花の心と自らの心とが一

つに融け込んでいくような、そんな花見ができ

るのです。今年は、千鳥ケ淵に、幾たび通うこ

とができるでしょうか。



射海の日」
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藷漁一期～羨聾
　当協会は、国民の祝日「海の日」制定推進会

議の幹事団体の一翼を担って「海の日」制定に

向け、目標1，000万人目署名獲得、あるいは国民

世論を喚起するべく海や船に因んだイベントの

開催やテレビ、新聞を媒体とした広報活動を積

極的に進めることを企画している。

　国民の祝日「海の日」制定推進会議において

も、祝日化を早期に実現するために3月18日臨

時総会を開催し、決意を新たにし組織体制の強

化を図り、祝日化に向け全国運動を強力に展開

する方針を決議している。

　国民の祝日「海の日」制定推進会議の新体制

は、名称を「国民の祝日『海の日』制定推進国

民会議」と改め、会長にJR東日本の山下勇会

長、会長代理の副会長に元運輸事務次官の松井

和治氏、その他の副会長に幹事団体12団体の会

長を選出したほか、文化人で構成する評議員会、

独立事務局の設置などを決めている。

　今後は、①組織の拡大強化②LOG砺人をめ

ざした署名運動　③地方自治体での意見書採択

④文化入によるアピール　⑤推進国民会議参加

団体の決議と要望書の提出　⑥政府・政党・国

会等への要望活動一などを展開し、実現をめざ

していく方針である。

祝日化制定推進運動

瓢咽　　“．．．湖　　L．．．

．
．
溝

“．．． ﾖ．1

　　　　　　　決　　議

　　　　　　　　　　平成5年3月18日

　わが国は、四面海に囲まれた海洋国家で

あり、古来より食生活、物資の輸送、人々

の交通、文化の交流、憩いやレジャーなど

あらゆる面で広く海の恩恵を受けている。

また今後、地球環境を守っていくためにも、

地球上の7割を占める海の環境保全に努め

る必要があり、海洋資源の開発も重要な課

題である。

　したがって、よりよき社会、より豊かな

生活を築き上げるために、国民がこぞって

海の恩恵に感謝し、海に対する認識を深め、

海を大切にする心を育てるために、国民の

祝日「海の日」を制定するよう要望する。

　「海の日」には、昭和16年に海の記念日

として制定され、長年にわたって官民とも

に慶祝し親しまれてきた「7月20日」がふ

さわしい。

　6・7・8月は国民の祝日がないことで

もあり、7月20日の海の記念日を国民の祝

日「海の日」として量定するため、広く国

民の支持を得て、その実現を図ることを決

議する。
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国民の祝日「海の日」制定推進国民会議役員名簿

会　長：山下　　勇（東日本旅客鉄道㈱会長）

副会長＝松井　和治（元運輸省事務次官）

（会長代理）

　同　　永井　典彦（飼日本海事広報脇会会長）

（評議員会議長）　　（㈹日本海洋少年団連盟会長）

同
同
同
同
同
同
同
同
同

笹川　陽平（飼日本船舶振興会理事長）

根本　二郎（㈹日本船主．協会会長）

飯田庸太郎（㈹日本造船工業会会長）

内村　良英（㈹大日本水産会会長）

中西昭士郎（全日本海員組合組合長〉

岡部　　保（㈹日本港湾協会会長）

高嶋四郎雄（㈲日本港町協会会長）

原　　五郎（㈹日本倉庫協会会長）

亀山　信郎（働海上保安協会会長〉

同懸酷（日本内航雛盤飯）
同　　仁田　一也（㈹日本旅客船協会会長）

監事＝川島　裕（㈹日本船長協会会長）

　同　　福島志津子（全国海友婦人会会長）

都道府県庁所在地及び全国主要港湾

関連都市における意見書採択状況

　　　　　　　　　　平成5年3月15日現在

議会数〔港湾数） 意見書採択議会数

都　道　府　県 47 28

県庁所在都市
46 28

特定重要港湾関連都市．．．．．．．．．．「．．．．．．．．．．．．．

d要港湾関連都市

　　39（21）．．．．．．．．．．．．幽一一i．．ゴ

@143（l12）

　　　28．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

@　　io2

合　計　（1） 248（133） 160

＊県庁所在都市と各港湾関連都市は重複ずる場合がある．

その他の採択済み市町村合計　（2〕 687

意見書採択議会総数　　（ゆ＋② 847

国民の祝日「海の日」制定推進国民会議機構図

総　　　会

q［3団体）

会　　　長＝山　　下　　　勇

副会長＝松井和治他12名
（会長代理）

監　　事　（2　　名）

顧　　問　（若干名）

幹　　　　　　事　　　　　会

主宰者：副会長松井和治
（幹事団体　理事長クラス）15名

評　　議　　員　　会

議長；副会長永井典彦
（文化人など約20名）

12地区推進国民会議

事　　　務　　　局

（事務局長以下i2名）

圏
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1．IMO第24回訓練当直基準（STW）小委会の模様

2．平成5年度船員災害防止実施計画

3．新ギボンズ法案の概要

1．lMO第E4回訓練当直基準（STW）小委員会の模様

　標記小委員会は、3月8日から12日までの間、

ロンドンのIMO本部にて開催された。今会期

において審議された主要な議題は次のとおりで

ある。

1．STCW条約等の改正に係る議題

　（D　タンカーに乗り組む者のための特別の訓

　　練要件

　　　本件は、第58回海上安全委員会（MSC）

　　からの指示に基づき、第22回STW小委員

　　会で検討が始まり、適当な経験と講習の双

　　方が義務づけられているタンカーの船機長

　　および一航帳壁以外の者であって、貨物の

　　取り扱いに責任を有するものについて、訓

　　練要件を強化することが検討された。

　　　今会期では、昨年の第23回STW小委員

　　会で作成されたSTCW条約付属転読V章

　　の改正案を審議し、①資格を有する者には

　　証書を発給する、②現在は勧告にとどめて

　　いる資格取得に必要な講習の内容を見直し

　　た上、規則化する、③貨物の取り扱いに関

　　する業務に責任を有する者には、陸上での

　　消火訓練に加え、最低3カ月のタンカーの

　　乗船経験またはV／1規則の付録1に定め

　　る講習を義務づ．けることとし、本年5月に

　　開催される第62回MSCに報告されることと

　なった。

②　新船に対するSOLAS条約第IH章の最新

　化のための改正

　　本件は、第23回救命・捜索救助（LSR）

　小委員会からSOLAS第m章18規則の操練

　および25規則の旅客船における資格を有す

　る消防士に関して見直すべきとする提案が

　第6⑪回MSCにおいて合意され、LSR・STW

　両小委員会において検討することと．され．た。

　α）SOLAS第III章第18規則3．．1および5

　　規則の改正

　　　避難および防火操練に関する現行規則

　　に加えて、「全乗組員は航海開始前に避難

　　および防火等の装置に精通していなけれ

　　ばならない」とする提案がなされていた

　　が、全乗組員を対象とすることは事実上

　　無理なため、非常時要員に指名されてい

　　る乗組員に限定すべきことが合意され、

　　LSR小委員会の審議に付されることとな

　　つた。

　（ロ）SOLAS条約第III章25規則

　　　ドイツおよびデンマークは、船員の消

　　防資格に関する自国の制度を紹介し、こ

　　うした制度を国際的にも導入することを

　　提案した。これに対し反対する意見も出

（
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　　されたが、STCW条約の包括的な見直し

　　にあたり乗組員の消火訓練も検討項目の

　　一つとして考慮することが合意された。

（3）STCW条約の包括的な見直し

　　前回の小委員会における、船主協会の国

　際的な団体であるISFの提案が了承され、

　今会期より検討が開始された。

　　船舶における技術革新および新しい就労

　体制等に適合した訓練・資格制度を採り入

　れるようSTCW条約を見直すべきとする昨

　年のISFの提案は、最近のタンカー事故お

　よびISMコードの作成等の動きと相まつ

　て、これを包括的に見直すこととされ、1995

　年を目標に改正作業を進めることが合意さ

　れた。条約改正の基本的な考え方は次のと

　おりである。

　①安全運航、海上における人命の安全お

　　よび海洋環境の保護のため必要とされる

　　船員の最低資格基準を定める。

　②改正後も、現行資格制度は維持する。

　③海上で必要な各種の技能基準を定め、

　　職務内容に応じた資格証明制度を採り入

　　れる。

　④シミュレーター訓練等を評価し、乗船

　　履歴の要件を緩和する。

2．総会決議、勧告等に係る議題

（D　旅客船において緊急時に旅客を補助する

　者の最小限の訓練要件（議題14）

　　昨年の小委員会で作成された総会決議草

　　案が審議された。主要点である訓練対象者

　　については、緊急時のために選任された特

　　定の乗組員に要求されることとされ、また、

　　旅客との意思の疎通問題については詳細に

　　言及すること、救急手当等については原則

　　として医療関係者に委ね、訓練要件から削

　　除することが合意され、第18回総会で採択

　　するよう第62回MSCに報告することとなつ

　　た。

（2）非GMDSS証明書の受有者に対する

　　GMDSS無線通信士の証明書の発給

　　　従来の無線通信士資格を有する者への

　　GMDSSに対応した資格証明については、

　　無線通信小委員会（COM）においても検討

　　されているが、何らかの試験を課した上で

　　資格証明を発給すべきこととされ、その発

　　給手続等に関する勧告を第18回総会で採択

　　するよう第62回MSCに承認を求めることと

　　なった。

2．平成5年度船員災害防止実施計画

　運輸省は「船員災害防止活動の促進に関する

法律」に基づいて標記実施計画を策定し、関係

先へ通知した。

　船員災害防止実施計画は、5年ごとに作成さ

れる「船員災害防止基本計画」に沿って、運輸

大臣が船員中央労働委員会に諮り毎年作成する

もので、平成5年度は第6次船員災害防止基本

計画の初年度にあたる。

　平成5年度の同実施計画は、船員災害の減少

目標（年間1，00D人率の前年度比）を死傷約4％

（汽船約3％、漁船約4％）、疾病約3％（汽船

・漁船とも約3％）と設定しているが、これは、

亘



平成3年度の実績をベースにした場合、船員数

13万6，000人について、年間の死傷件数3，300件

を約BO件、疾病件数4，000件を約12D件それぞれ

減じることを目標としている。これらの目標を

達成するため、次の事項に重点を置くこととし

ている。

1．漁船の死傷災害防止対策の推進

　（1）中小船舶所有者の安全衛生管理活動の活

　　性化

　②　漁労作業における死傷災害の「激突され」

　　の防止

　（3）　「海中転落」の防止

2．汽船の死傷災害防止対策の推進

　田　中小船舶所有者の安全衛生管理活動の活

　　性化

（2）死傷災害の「転落」の防止

3。高年齢船員の死傷災害防止対策の推進

4．中高年齢船員の疾病予防対策および健康増

　進対策等の推進

5，外国人船員の船乗に係る安全衛生対策の推

　進

6．労働時間等労働条件の適正化

　これらの重点項目の中では、船員の平均年齢

の高齢化および外国人船員との混乗が増加して

いる状況から、高齢化に伴う心身機能の低下を

配慮した作業方法、疾病予防と健康増進対策、

エイズの予防および混乗船における外国語によ

る安全作業マニュアルの作成等について積極的

に取り組むこととしている。

3．新ギボンズ法案の概要

　今般、新ギボンズ法案の素案が公表された。

　本素案は、昨年提出された旧ギボンズ法案よ

り造船および船舶修繕に助成金を出している国々

に対する罰金や制裁借置に関してかなり厳しく

なっていると思われる。すなわち、助成金を与

えている国々のリストを連邦政府の官報である

フェデラル・レジスターに最低年2回公表する

ことを提案している。当該国が、造船・修繕助

成の即刻中止をコミットする協定に署名するま

で、同国名はリスト上に残りその国の国旗を掲

げる船舶ならびに同国人が支配する船は貨物積

南冥あるいは就航航海数に制限が加えられると

の内容である。

　昨年、ギボンズ法案はかなりの支持を得たこ

と、新政権もこのような法案を支持すると思わ

れるところがら、今回の素案がより厳しいもの

になったと思われる。昨年の法案は下院は容易

に通過したが、第102期議会の最終段階において

ギボンズ法案の骨子を盛り込み、かつブッシュ

大統領が拒否権を発動出来ない内容を有した、

いわゆるマリタイム・リフォーム・アクト包括

法案を通過させることが出来なかったため結局

すべて廃案となった。クリントン政権は全般的

に米国製造業に対する支持を表明しており、海

運および造船業界も擁護すると述べている。



海洋汚染事故防止対策
　　　一運輸省の立場から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　論痴幽　　　　　　　　細　・

運輸省海上交通局外航課
監修：タンカーによる輸送問題に関する合同懇談会座長

　　　　　　　　　　　　成踵大学谷川　久教授

　年明け早々に、大型タンカーによる大規模な油濁事故が外国で相次いで発

生し、その事故の模様が連日テレビや新聞で報道されました。マスコミは、

この種の事故は船舶登録の便宜置籍制度や船員に問題があるのではないか等

追及しておりますが、かなり偏った見識に基づき報道している向きが感じら

れます。

　大規模な油日事故は、幸いにも日本籍船では起きておりません。これは関

係者のたゆまぬ努力の成果であります。海洋汚染防止にいかに政府および海

運会社が真剣に取り組んでいるかを、シリーズで海洋汚染防止に関する条約、

油濁防除体制、航行安全対策、賠償制度また原油輸送の実態、油濁事故の例

などを折り込みながら紹介いたします。

翻しはじめに

　最近、大型タンカーによる事故が相次いで発

生しており、そのたびに油濁による海洋環境へ

の影響が懸念されるとともに、EC諸国やマラッ

カ海峡沿岸諸国をはじめ世界各国でタンカー輸

送の安全確保に対する関心が一層高まってきて

おります。特に、去る1月目起こったスマトラ

北方沖のタンカー事故は、輸送中の原油が日本

への輸入原油であったことから、わが国に不可

欠な石油資源の安定輸送に重大な影響を与えか

ねないものであることを改めて警鐘することと

なりました。

2
幽 ．油タンカー輸送をめぐる現状

　現在、世界の総船腹量は4億総トンを超えて

おり、このうち30～40％を油タンカーが占めて

います。1991年の世界海上荷動量は約40億トン

で、このうちタンカーによる荷動量は約15億ト

ンとなっています。一方、わが国の海上荷動量

は輸出入合わせて8億トン近くありますが、こ

のうち原油輸入量は約2億トンと荷動き全体の

約25％を占めています。日本は、国内需要のほ

ぼ全量に近い原油を海外から輸入しております

が、このうち70％以上を中東地域に依存してお

9



り、原油を輸送するタンカーの大半がペルシャ

湾やマラッカ・シンガポール海峡を利用すると

いった現状にあります。このような地域でタン

カー事故が発生することは、沿岸諸国にとって

重大な関心事であるばかりでなく、わが国国民

経済全体にとっても極めて重要な問題であるこ

とが容易に想起されます。このマラッカ・シン

ガポール海峡は、西端約214海里、東立i詰約19海里

を境界とする最下幅約2．5海里、最浅水陰癬23メ

ートルの全長約573海里に及ぶ沿岸3力国に囲ま

れた国際海峡です。同海峡を通航する船舶数に

13．

ついては、正確な実数は明らかになっていませ

んが、いずれにせよ同海峡は船舶が輻医する有

数の国際航路であります。同海峡における航行

安全：対策としては、航路標識の充実やVTS（船

舶通航情報提供サービス）の設置などのハード

面や、TSS（通航分離方式）の拡張、速度規

制、強制パイロット制度の導入などといったソ

フト面での対策が考えられますが、いずれもコ

スト増を伴うものであり、だれが負担するのか

という大きな問題を抱えています。

国内外の油流出事故等

　ここ数年のわが国における油流出を伴う主な

タンカー事故例を見てみますと、航路幅が狭い

海域で事故発生件数が多くなっている傾向が見

られます。国内の事例では、流出油量が数百か

ら千キロリヅトル程度と比較的小規模な範囲に

とどまっています。一方、世界に目を向けてみ

ますと、1967年に発生した「トニー・キャニオ

ン」号や1989年の「エクソン・バルディーズ」

号事故の例に見られるように、広範な油濁損害

をもたらした大事故が発生しています。これら

の事故を契機として、．被害者救済の充実のため

14・ヲ

に、「1969年の油による汚染損害についての民事

責任に関する国際条約」（CLC条約）、「1971年の

油による汚染損害の補償のための国際基金の設

立に関する国際条約」（FC条約）や油流出事故

に対する迅速な対応のための国際協力の枠組み

等を定めた「1990年の油汚染に対する準備、対

応及び協力に関する国際条約」（OPRC条約）が

締結・発効しており、また、本年7月から段階

的にタンカーの二重船体化の義務づけが行われ

ることになっています。

南頭損害の補償体制

　ここでタンカー事故による油濁損害に関する

補償体制について簡単に紹介します。わが国で

は、上記CLC／FC条約を国内法化した「油濁損

害賠償保障法」を1975年に制定しています。こ

の制度は、①船主はタンカーに積載されている

油による油濁損害について無過失責任を負うこ

と、②船主の責任の限度額を定めること、③船

主責任の範囲を超えるような大きな損害を被っ

た被害者は、国際油濁保障基金から1事故あた

り約1QO億円（lSDR一工62円換算こ平成5年
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3月16日現在）を限度として補償を受けられる

ことを主な内容としています。その後、CLC／

FC条約については、船主の責任限度額および基

金の補償限度額の大幅な引き上げ、発効要件を

緩和すること等を内容とする新改正議定書の検

討が行われ、1992年ll月、IMO（国際海事機関）

の外交会議において新改正議定書が採択されま

した。わが国としては、現行条約採択以来20年

余りが経過し、インフレによる責任限度額や補

償限度額が目減りしたことなど諸情勢の変化等

にかんがみれば、責任限度額および補償限度額

を妥当な範囲まで引き上げることは被害者救済

の観点から望ましいと考えており、本議定書の

早期締結に向けて引き続き努力していきたいと

考えております。

購5・タンカー輸送の安全対策

　中東から日本へのオイルルートで起こったス

マトラ北方沖のタンカー事故の際には、運輸省

も事故発生後直ちに24時間体制をとり、関係船

社や在外日本大使館等と連携を保ちつつ情報の

把握に努めてきました。また、1月27日には運

輸省の関係局長等会議を開催し、①OSPAR計

画の前倒し実施、②IMO（国際海事機関）にお

ける検討への貢献、③関係業界や学識経験者を

含む懇談会の開催などによる検討、④油汚染対

策に関する技術開発の推進、⑤OPRC条約の早

期批准に向けた検討、の5項目について今後さ

らに検討を進めることを決定したところであり

ます。また、わが国の港に入港する外国籍のタ

ンカーに対して行う船舶立ち入り検査業務

（PSC：ポートステート・コントロール）を充

実強化することとし、いわゆるサブスタンダー

ド船を排除し、油による海洋汚染防止に一層努

めております。

　（1）OSPAR計画の前倒し実施

　運輸省の関係局長等会議で提起された検討項

目のうち、OSPAR計画は、わが国のオイルルー

トであるアセアン海域での緊急油防除システム

に関し、関係諸国と協議・検討を行い、併せて、

沿岸関係国に対し必要な技術協力等を行うこと

によって、海洋汚染事故に対する国際的な緊急

防除システムの整備を図ることを目的としてい

ます．． {計画は、日本船舶振興会、海運業界等

の資金協力を得て行うものですが、昨年11月、

ジャカルタで開催された関係国との会議におい

て、1993年度から95年度にかけて10億円のオイ

ルフェンス等の油防除資機材を供与すること等

について実質的な合意ができました。今回の前

倒し実施は、1993年度中にすべて実施しようと

するものであり、運輸省としては本年6月に予

定されている東京での関係国会議において決定

したいと考えています。

　（2＞IMOへの緊急提案

　また、IMOに対する貢献として、わが国は2

月1日、IMOに対してタンカーの安全対策に関

する緊急提案を行いました。現在、世界の海で

はさまざまな国のタンカーが航行しており、こ

のような現実のもとでは日本一国の対応だけで

はどうにもならない事柄も多いことから、加盟

137力国を擁する国連専門機関であるIMOに安
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全対策を提案することとしたわけであります。

同提案では、まず、油タンカーの安全対策等に

関して9項目の具体的対策について提案してい

ます。その内容は、①現行安全規則の遵守徹底、

②船舶の操縦i生の向上等、③二重船体化の促進、

④ポートステート・コントロールの強化、⑤運

航管理体制の早期確立、⑥タンカー乗組員に対

する講習の義務づけ、⑦新形式タンカー構造等

の技術開発、⑧油流出事故に対する対応体制の

整備、⑨マラッカ・シンガポール海峡の航行安

全対策の検討、となっています。このIMOへの

緊急提案については、正MO事務局はもちろん、

各国から日本のイニシアチブを高く評価されて

おり、提案の内容そのものについても各種有益

な教示を得ているところです。なお、二重船体

化については、昨年3月に開催されたIMOの海

洋環境保護委員会において、タンカーの構造基

準についてMARPOL73／78条約付属書1の改

正が採択され、事故発生時における油流出の可

能性の低減化に向けて本格的なスタートが切ら

れました。新基準は、本年7月以降に契約され

る新造船と、1995年7月以降において一定の大

きさ、船齢以上の中古油タンカーとに適用され

ることとなっており、本年3月にも改正国内法

が公布されることとなっています。

　⑧　タンカー輸送の安全対策に関する懇談会

廟6・おわりに

　運輸省としては、従来より、タンカー輸送に

限らず、輸送の安全を最重点施策として取り組

んでまいりましたが、最近のタンカー事故を踏

まえて、さらにその対応策をとりまとめ、その

膣2．

　　等の開催

　運輸省においては、2月16日、学識経験者、

関係団体等からなる「タンカー輸送の安全対策

に関する懇談会」（座長：谷川久成践大学教授）

を海上交通局長主催のもとに開催しました。こ

の懇談会では、運航管理体制のあり方、マラッ

カ・シンガポール海峡における航行安全対策、

船員教育問題やタンカーの二重船体化に係る技

術的な問題等、タンカー輸送の安全対策につい

て総合的に検討することとしており、IMOにお

ける検討スケジュールにあわせ、5月中にも、

一応の結論を得たいと考えています。さらに、

運輸省としましては、タンカー輸送の安全対策

等を進める上では、海運業界のみならず、石油

業界の方々のご協力が不可欠であること、また、

石油の安定供給という観点からも、通産省との

協調・協力を図る必要があるこヒから、タンカ

ー輸送の安全対策に限らず、タンカーによる輸

送問題全般について、運輸・通産の両省の連携

のもと幅広く議論していくため、2月25日、運

輸省海．ヒ交通局長および通産省資源エネルギー

庁長官主催による第1回の「タンカーによる輸

送問題に関する合同懇談会」（座長：谷川久成躁

大学教授）を、海運・石油業界首脳等の参加を

得て開催しました。

着実な実施を図っていきたいと考えており、海

運業界をはじめ関係者の一層のご理解とこ．協力

を期待しているところです。

（
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　船を建造する、そしてその船を動かすという一つのサイクルを見

ますと、この間、船に直接的あるいは間接的な業務に携わる業界は

多岐にわたります。海運界にとって、これら業界の一連の業務は一

つ例にとっても、不可欠の極めて重要なものばかりであり、日常業

務はこのような支えの下に成り立っているといえます。しかし、そ

れぞれの業務の内容あるいはその業界のこととなると、意外に知っ

ているようで知らないことのほうが多い。そのようなことから、新

しい試みとして、海運界にとって深くかかわりのある業界団体を訪

ね、歴史や事業内容を紹介することといたしました。

　第1回は、自己紹介を兼ねて㈹日本船主協会をとりあげます。

籔一■■一圏一■■一■一一一一一一一一一灘

．）

訪問団体　社団法人　白本船主協会

立
革

設
沿

会　　長

理事長

会　　員

事務所

昭和22年6月5日（1947年）

明治25年に結成された日本海運業同

盟会に始まり、大正9年、㈲日本船

主協会に改められたが、昭和15年日

本海運協会となり終戦、解散の後、

昭和22年再び㈹日本船主協会として

発足、今日に至る。

根本二郎（日本郵船株式会社　社長）

増田信雄

日本国籍を有する海運事業者

163会員（平成5年4月現在）

本部　東京（千代田区平河町

　　　　　　　　　　2－6－4）

　　　　支部　神戸　北九州

　　　　　　　ロンドン　ワシントン

事業活動　海運政策、税制、船舶保険、海上輸

　　　　送に関する業務、港湾、海務、船員

　　　　　問題、国際海運政策、広報、調査課

　　　　　上等の活動を、委員会機構を通じ、

　　　　　政府および国連機関また民間国際機

　　　　　関などに幅広く意見反映を図り、問

　　　　　題の解決に努めている。

組　　織　事業を推進するために12の常設委員

　　　　　会と4部会、2特別委員会が組織され

　　　　　ている。（図参照）また、国際海運会議所

　　　　　（ICS）、欧州・日本船主協会評議会

　　　　　（CENSA）、国際海運連盟（ISF）な

　　　　　どの国際機関に加入している。．
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海運界
の規模

現状と
将　　来

・外航船腹量　2，060隻　5，991万％

（含む外国傭船）

・内航船腹量　9，195隻　384万％

　　日本の船腹量はりベリア、パナ

　マに次いで世界第3位

・外航・内航海運会社の運賃収入

　平成3年　約5兆円

・平成3年の日本商船隊の積み取り

　比率

　　輸出　7，480万トンの45．8％、

　　　　　　　3，425万トンを輸送

　　輸入　7億1，000万トンの70．8％、

　　　　　　5億600万トンを輸送

・海上従業人数（外航海運、内航海運）

　　平成2年　50，704人

景気の後退また円高により厳しい状

況にある。また、大気汚染、海洋汚

染に対する地球規模の対応、モーダ

ルシフト推進に向けての内航船舶の

整備、船員問題、国際競争力強化な

ど問題は山積しているが、21世紀に

向け総合物流業へ飛躍すべく、また

国民の意識の変化に対応したマリン

レジャーなど事業の多角化を図り、

今後とも海運を中核に活性化が期待

される。

，・醒　馨　嘩蔭顧

岬

喜畦：ll

圏蔭

購細

璽國

【図】日本船主協会の機構
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地区船齢会

京浜地区巨匠会

阪神地区船王会

九州地区船王臣

役員会

理　事

常任理

　　　　　　　総務議員　会
　　　　　　　政策委員会
　　　　　　の広報委員会
　　　　　　o財務委員　会
　　　　　　．）保険委員会

　　　　　砥鷺山欝

　　　一扇
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平成5年度海運講習会の開催

　当協会は、平成5年3月29日・30日の両日、

海運ビル2階大ホールにおいて会員会社の陸

上新入社員を対象とする標記講習会を開催し

た。

　本講習会は、新入社員に対し、社会入とし

ての門出を祝すとともに、海運人として必要

な心構えを育成する目的で、昭和32年以来行

っているものである。

　本年は33個口ら381名と多数の参加があった

ため、去年に引き続き総合職（男性147名、女

性2名、合計149名。他に日程の都合で一般職

女性3名が受講）と一般職（女性のみ229名）

に分け、29日と3G日にそれぞれ1日ずつ実施

した。

　講師および演題は以下のとおりである。

　3月29日㈲（総合職対象）

会長挨拶
　　　　　　日本船主協会会長　根本　二郎

激　励　の　こ　と　ば

　　運輸省　海上交通局

　　　　　　　海事産業課長　深谷　憲一

日本海運の現状
　　　　　日本船主協会理事長　増田　信雄

世界経済　と　海運

　　　日本放送協会　解説委員　加倉井　弘

船長雑感

　　　　　　　　日本郵船船長　吉川　廣一

海事資料センター利用案内

　　　海事産業研究所

　　　　海事資料センター部長　菊川　秀男

映画「日本の海運」

　3月30日㈹（一般職対象）

挨　　　　拶

　　　　　日本船主協会理事長　増田　信雄

日本海運の現状
　　　日本船主協会

　　　　　　　調査広報部長　鈴木　昭洋

からだと心の健康管理

　　　マネジメント・サービス・センター

　　取締役部長コンサルタント　三木　尚子

私の歩んできた道

　　　　　　　　　工学博士北野大

船長雑感

　　　　大阪商船三井船舶船長　結城　建輔

映画「日本の海運」

▲加倉井弘氏 ▲北野大氏

圖



第37回

コンクリート製の船が

水に浮く！？

　鉄でできた船が水に浮くのが、理屈では分かっ

ていても感覚的に納得できないという人は多い。

それではコンクリートでできた船は水に浮くか、

ということになると、おそらくはとんどの入が．首

をかしげるだろう。

　ところが、欧米では、第一次世界大戦中、鋼材

の節約を目的にかなり大型のコンクリート船が建

造され、口本でも、太平洋戦争下にi司様の口的で

貨物船3隻（800総トン2隻、265総トン1隻）が

建造され、実際に使用された。

　船体の外型を木材で造り、内側に鉄筋を配置し、

さらにその内側に船体の内型を木材で造り、その

隙間にコンクリートを流し込むという工法である。

　鋼材の節約という面以外でも、コンクリート船

にはいくつかのメリットがあった。建造期間が短

く建造費も安く済んだこと、修理が簡単なこと、

断熱性が高いこと、振動が少ないことなどだ。

　しかし最大の欠点は重いことで、当然速力も出

ず、燃費も悪く、その後建造されることはほとん

どなくなった。とはいえ、「カチカチ山］の狸の泥

舟と比べれば、その実用性ははるかに高かったわ

けである。

世界一周でτ日ずれた

日付の謎。

　世界一周航海を終えて帰国したマゼランの船団

の乗組員たち（マゼランはすでに死んでいた）が、

まず驚いたのは、出発以来、毎．日欠かさず付けて

いた航海日誌の．．Eでの到着日の日付と、その日の

スペインの日付が1日ずれていたことだった。

　地球を西へ西へと航行した場合、どこかで日付

を工日飛ばし、逆の場合はどこかで1目遅らせな

ければ、時差の関係で日付の計算が合わなくなる。

しかし当時の人々には、時差の補正という考え方

は、まだ無かったのである。

　その後、世界周航が頻．繁に行われるようになっ

て、この日付のずれをどこかで補正しないと都合

が悪いということになった。しかし日付を変更す

るポイントとなると、人がたくさん住む場所では

問題が多い。隣同士の町でそれぞれ日付が異るよ

うでは何かと不便である。こうしたことから入の

無断転載を禁じます。社団法人　目凹船主協会◎

匿
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住む土地がほとんど無い太平洋の真ん中が、日付

変更線の通過位置として無難であると考えられた。

　そこで、1883年、万国子午線会議が開催され、

英国グリニッジ天文台の子午儀の中心を通る子午

線を本初子午線とすることとし、これによって東

経と西経の合致する180度線を太平洋上に位置さ

せることが正式決定された。

　その後は、この180度線を日付変更線として、こ

こを東から西に通過する場合は1日飛ばした日を

翌日とし、また西から東へ通過する場合は、翌日

も同じ日付とすることになったのである。

測り方さまざま、

船の速力の種類。

　船の速力には、その算出方法によっていろいろ

の種類がある。

　まず「最大速力」だが、これは、完成直後の試

運転の際に速力試験を行って測定するもので、空

荷の船が最も軽い状態で、最良の燃料を使い、エ

ンジンをフルパワーで回転させて計測される。文

字どおりの最高速力で、このスピードで走ること

は船の一生rl」ほとんどないが、船の基本性能を知

る上での重要データとなるものだ。

　次に「航海速力」。こちらは船が実際に貨物を積

んで航海するときの最高速力で、波浪や船底の汚

れなどによる速力の低下を考えて余裕をみた定格

馬力のB5～90％を機関出力とし、積み荷状態は、

貨物船では満載状態、客船では4分の3または2

分の1載貨．の状態で算出される。

「経済速力」とは、一定の距離を最少の燃料消費

量で航行できる速力で、貨物船の肯業面では、た

いへん重要な速力となる。

　さらに「定期速力」というのもある。これは、

どんな風波や潮流の場合でも、時間通りに航走す

ることができる速力で、定時運航が要求される連

絡船などの場合重要な速力だ。貨物の多少や天候

の変化で推進効率が低下しても必要な速力が出せ

るよう機関出力には相当の余裕をとる。

　また船の性能を直接示す数字ではないが「平均

速力」という数字もある。これは1昼夜の航走距

離を24時間で割ったもので、例えば航海中のある

船の航走距離が360海里だとすれば、そのRの平均

速力は360÷24＝15ノットということになる。

　気象や潮流など、時々刻々条件の変わる海を舞

台に、より経済的に、より安定した輸送活動を行

わなければならない船では、速力の概念も、この

ように複雑なものにならざるをえないのである。

囲
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　米国、欧州の海運、経済・社会の動きについ

て当協会の欧州地区事務局、北米地区事務局を

通じ、交互に情報を提供いたします。アジア、

豪州、アフリカ、南米、あるいは日本国内の話

題についても、大きな関心が寄せられるもので

あれば、逐次とりあげ、掲載することにいたし

ます。

　今回は、最初でありますので、欧州地区事務

局および北米地区事務局を紹介いたします。

．欧州地区事務局

所在地DEXTER　HOUSE　6th　Floor，

　　　　ROYAL　MINT　COURT，　LONDON

　　　EC3N　4JR，　U．K，

（TEL）07／－488－0899　（FAX）Q71－488－3167



事務局スタッフ

　　　　赤塚宏一事務局長、保坂均課長代理、

　　　　D．WRIGHT、　V．SCOT－SMITH、越

　　　　田美穂

　ロンドンには、国連の機関であるIMO（国際

海事機関）や民間の海運関係の国際機関である

ICS（国際海運会議所）やCENSA（欧州・日本

船主協会評議会）があります。これら国際機関

では、国際条約の検討や海運問題が幅広く採り

上げられ、世界の人々がこれら国際機関の会議

場に集まり討議をし、新しい海運の秩序作りを

行っております。

　ロンドン事務所は、1MOやICS、　CENSA、

ISF（国際海運連盟）などの会議への出席、各国

船主協会や関係機関との連絡を行うなどし、国

際関係の情報の収集、調査、分析を行っており

ます。

　タンカーの油濁事故防止対策、またEC統合の

深度化に伴うEC共通海運政策、船員問題などが

今、欧州サイドでホットな話題になっておりま

す。

北米地区事務局

）

愚
蒙
灘
蝶

　　　．、．こド“

所在地　C／OJAPAN　TRANSPORT　ECO－

　　　　NOMICS　RESERCH　CENTER
　　　　1819L　STREET，　N．　W．，　SUITE　NO．

　　　　820WASHINGTON，　D．　C．20036，　U．

　　　　S，A．

　　　　（TEL）　202－833－9763

事務局スタッフ

　　　　森崎末壽雄常務理事

　事務局長は森崎常務理事に委嘱されており、

同時に運輸経済研究センターワシントン事務所

海運担当調査役を兼任しております。このワシ

ントン事務所は、所長以下5名の日本人と2名

の米国人で構成されており、航空、海運、造船、

鉄道、トラック等米国の運輸関係の調査情報収

集にあたっております。

　当事務局としては、当然海運とそれに造船を

担当しており、米議会、各政府機関、海運業界、

造船業界等々の動向について、当協会、運研セ

ンターならびに必要に応じ運輸省にレポートを

行っております。

「四



海運日誌 L．3月

3日　運輸省は91年度の外航、航空、鉄道の貨

　物運送取扱事業実績を発表した。外航利用

　運送事業の91年度の取扱実績（輸出）は、

　　コンテナ積み貨物、ばら積み貨物合わせて

　約1，446万1，000トンとなった。

4日　船舶整備公団は、1日に長期プライムレ

　　ートが0．3ポイント引き下げられたことに伴

　　って、金利を改定すると発表した。これに

　　より、貨物船の建造が4．9％、一般旅客船の

　　建・改造が4．85％にそれぞれ引き下げられ

　　た。

5日　運輸省は、船舶から排出されるNOxおよ

　　びSOx規制問題を検討するため、IMO事務

　　局および関係国を招いて国際会議を開催し

　　た。

8日　運輸省海上技術安全局は、93年2月分の

　　新造船建造許可実績を発表した。それによ

　　ると、VLCC　1隻を含む13隻、40万9，000％

　　（前月比10．4％減）、契約船価は483億4，500

　　万円となった。

16日　大蔵省は、2月分の貿易統計（遼関速報

　　ベース）を発表した。それによると、輸出

　　額は279億ドル（前年同月比0．5％減）、輸入

　　額は174億ドル（同2．8％減）で貿易黒字は

　　105億ドル（3．7％増）となった。

17日　船舶解撤問題共同検討委員会は、世界の

　　船舶解撤業の現状と解撤量の将来予測をま

　　とめるとともに、今後の活動方針を決めた。

　　（P．3シッビング・フラッシュ2参照）

18日　国民の祝日「海の日」制定推進会議は、

　　東京・霞が関ビルで臨時総会を開催し、名

　称を国民の祝日「海の日」制定推進国民会

　議と改め、新会長に山下勇JR東日本会長を

　選任した。（P．14特別欄参照〉

◎　造船補助を行っている国をリストアップ

　　し、当該国の船主が支配する船舶に対し、

　航海数／積荷量の制限、制裁金の課徴、通

　　関拒否等の措置を課すこと等を内容とする

　　新ギボンズ法案（HRI402）が下院に上程さ

　　れた。（P．18海運ニュース3参照）

19El大阪商船三井船舶と系列海運会社の日本

　　海汽船は、10月1日を目途に合併すると発

　　表した。

23日　海運造船合理化審議会造船対策部会が開

　　催され、造船業の現状と今後の対応につい

　　て審議が行われた。

　　（P．4シッビング・フラッシュ3参照）

24日　日本開発銀行は3月24日の新規貸付分か

　　ら、海運（外航貨物船整備）向けなど最優

　　遇特別金利を年4，5％に0．3％引き下げた。

　　なお長期プライムレート（優良企業向け最

　　優遇貸出金利）に連動する基準金利は4．9％

　　（3月1日改定）で変更なし。

31日　当協会と日本船舶保険連盟との間で行わ

　　れていた平成5年度船舶保険料率・条件改

　　定交渉が、総額約38億円の保険料引き上げ

　　で合意された。

　　（P．2シッビング・フラッシュ1参照）

　◎　複合一貫輸送において同盟の運賃設定を

　　認めないとするEC委員会の「反対声明」に

　　対し、FEFC（極東／欧州同盟）は、反論書

　　を提出した。（P．31船協だより参照）
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3月の定例理事会の模様

〔3月24日、副本船主協会役員会議室において開催〉

　　　政策委員会関係報告事項

1．海造審造船対策部会の模様について

　　（P。4シッビングフラッシュ3参照）

　　　　労務委員会関係報告事項

1620条問題小委員会について

　　（本誌1993年3月号P．39内外情報1参照）

　　　　国際委員会関係報告事項

1．EC海運競争政策への対応について

　ECは、その独禁法たるローマ条約85条（競

争制限的な協定・慣行の禁止）・86条（支配的

地位の濫用の禁止〉から定期船同盟を適用除

外とするため、1986年に閣僚理事会規則（No．

4056／86）を採択し、その実際的運用に関し

ては行政執行機関であるEC委員会の競争総

　局（Directorate－GeneraL4）が当たっている。

　　ところで、89年4月、ドイツ荷主団体は極

東・欧州運賃同盟（FEFC）が複合一貫輸送に

対し共通運賃を設定していることにつき、競

　論法違反であると．してEC委員会に異義申し立

てを行っていたが、92年12月に至りEC委員会

は同盟の複合輸送運賃設定権を認めないとす

る「反対声明」を発表した。これに対しFEFC

は、上記理事会規則（No．4056／86）の解釈上

この運賃設定権の妥当性を強調した反論書を

3月19日までに提出、今後公聴会が開催され

る予定である。

　一方、本問題に限らず、海運に関する最近

のDG4の動きは規制強化の方向にあり、EATA

（欧州／アジア航路協定）、TAA（大西洋航路

協定）等の新しい形の一社間協調行為あるい

はコンソーシャなどについても不必要に厳し

く扱おうとの姿勢を示している。

　当協会としては、このような政策が船社経

営に与える影響が大きいことから、CENSA・

ECSA（EC船協）を通じ積極的に意見を開陳

する一方、運輸省に対しても本件に関し事情

説明を行い、特に今3月の寺嶋運輸審議官の

訪欧・EC委員会（DG7＝運輸総局、　DG4）と

の意見交換において、EC委員会に対して競争

規則の慎重な運用の申し入れを願えるよう要

請した。

　　　海運関係の公布法令（3月）

㊨　無線局免許手続規則の一部を改正する省令

　　（郵政省令第9号、平成5年3月9日公布、

　　即日施行）

㊨　有害液体物質の排出率等を定める総理府令

　　の一部を改正する総理府令

　　　（総理府令第2号、平成5年3月17日公

画



　　布、4月4日施行〉

⑧　㊨　船舶からの有害液体物質の排出に係わ

　　る事前処理の方法等に関する命令の一部を

　　改正する命令

　　（総理府・運輸省令第1号、平成5年3月

　　17日公布、4月4日施行）

⑧　船舶区画規程等の一部を改正する省令

　　（運輸省令第7号、平成5年3月29日公布、

　　平成5年7月6日施行）

　　　国際会議の開催予定（5月）

　BIAC海運委員会

　　5月10日　パリ

　第2回アジア船主フォーラム

　　5月10日～11日　ソウル

　ICC海上輸送委員会

　　5月12日　パリ

　ァジァEDIFACTボード（AS／EB）第6回会議

　　5月20日～21日　北京

　第62回海上安全委員会（MSC）

　　　5月24日～28日　ロンドン

　OECD海運委員会

　　　5月25日～27日　パリ



1薮：：黒鐸駕＝一挙：．．轄．際蕉、海運統計…・

本誌「せんきょう」の改訂に伴い、「海運統計」欄の各種資料の掲載時期は下記のとおりと

いたしますのでご了承下さい。

統　　計　　資　　料　　名

1。世界船腹量の推移

2．日本商船船腹量の推移

3。わが国外航船器量の推移

4．世界造船状況（進水・建造中・未着工）

5．わが国造船所の工事状況

6．世界の主要品目別海上荷動き量

7．わが国の主要品目別海上荷動き量

8．不定期船自由市場の成約状況

9．主要航路の成約運賃（原油）

10．主要航路の成約運賃（穀物）

11．主要航路の成約運賃（石炭・鉄鉱石）

12．タンカー運賃指数

13．貨物船用船料指数

14．係船船腹量の推移

15。スクラップ船腹量の推移

16．わが国貿易の主要貨物別輸送状況

17．日本船の輸出入別・船種別運賃収入

18．内航船の船腹量

19．国内輸送機関別輸送状況

20．内航海運の主要品目別輸送実績

掲　載　回　数　・　時　期

年間1回掲載

　　〃

　　〃
四半期に1回掲載

年間1回掲載
　　ノノ

　　ノ♪

毎月掲載

　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
年間2回掲載
　　ノ，．

日曝1回掲載

　　ノノ

　　ノノ

毎年2月頃
毎年12月頃

毎年12月頃

3月、6月、9月、12月頃
毎年12月頃

毎年3月頃

毎年8月頃

8月、11月頃

　　ノノ

毎年8月頃
毎年12月頃

毎年9月頃

また、新規資料として次のものを掲載いたします。
・わが国貿易額の推移（毎月掲載）
・対米ドル円相場の推移（毎月掲載）
・燃料価格（四半期に1回掲載　4月、7月、／1月、 1月頃）次号より掲載

1．わが国貿易額の推移 2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

輸　出 輸　入
前年比緬年同期比（％〕 年　月 脚平均 最高値 最安値

年　月
（FOB） （CIF）

入㈲出超
輸　出 輸　入 1980

226．45 203．00 262．50
1985

238．54 200．50 263．401975
55，753 57，863 ▲　2，11（1 0．4 ▲　6、8 1988

128．15 120．80 136．701980
129β07 140，528 ▲10，721 26．0 27．0 1989

137．96 124．10 ．　150．351985
王75，638 129，539 46，099 3．2 ▲　5．1 1990

王44．81 124．30 160．101990
286，948 234，799 52，149 4．3 U．4 1991

134．55 126．35 141．801991

P992
3／4，525

R39，650

236，737
Q33，02／

ア7，789

P06，628

9．6

W．⑪

　　o．8

｣　1．6

1992
126．62 l19．15 134．75

1992年3月
@　　　農　　　　ρ　　　　6

30β58
Q7，2嘆8

Q5，495

Q8，128

19，389

Q0，056

P7，641

P9，143

10，969

V，192

V，854

W，985

2．7

P1．5

S．1

X．6

▲　8．6

@　11．3

｣　15，1

@　5．0

エ992年4月

@　　　5

@　　　6

@　　　7

133．57

P30．56

P26．81

P25．65

132．15
P2825

P25．35

P23．90

134．75

P33．20

P27．75

P28．00

7
29，525 2〔），233 9，292 9．9 1．1

8
126．31 122．90 128．O〔［

8
26，141 19，069 7，072 5．1 ▲　0．2

9
122．72 119．20 124．95

9
31，628 19，572 12，056 12．6 8．1

10
121．04 l19．15 123．20

10
3］．、063 20，209 ！0，854 8．4 ▲　5．2

ll
123．87 122．80 124．75

11
27，244 19，728 7，516 0．6 ▲　4．8

12
124．03 123．00 125．00

12
30，865 19，669 ／l，196 4．2 0．6 1993年1月 125．01 123．80 125．75

／993年1月 24，164 ls，897 5，266 o．8 ▲　o．6
2 12G．96 116．55 125．05

2
27，970 17，410 1G，559 ▲　0，5 ▲　2．8

3
117．07 115．45 118．70

通関統計より
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3．不定期船自由市場の成約状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千M／T）
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（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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コ口1ペルシヤ湾／日本・ペルシャ湾／欧米1

19肥〔年〕 1堕9 1990 199E 1992
1凶3

2田

zoロ

150

1叩

5自

口

4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次 1991 1992 1993
199／

1992 1993

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

14D．OO　8⑪．OO 62．50　37．50 58．00　49．〔｝〔〕 90．00　59．50 5窪．00　33．00 57．50　46．50
2

129．00　85．00 56．50　35，00 53．00　47．50 87．50　61．00 55．00　32．50 45、00　42．50
3

95，00　62．50 37．50　3／．00 50．00　41，50 61．00　52．50 36．00　32．00 50，00　37．50
4

47．50　37，75 45．00　33．50 52．50　35．00 45．00　31．00
5

87．50　35．00 45．OD　42．00 73，75　45．00 44．50　35．00
6

90．00　82．50 41．50　33．GO 90．OO　69、50 38，00　32．00

7 80．〔｝〔〕　52．50 50．00　39．50 62．50　49．00 45．00　37，50
8

71．00　62．75 52、00　45．50 62．50　52．00 45，00　42．50
9 66．00　46．5｛〕 49、00　41，60 55．00　45．00 46．25　38．00
10

68．00　57．50 54．50　47．OQ 66．25　49．OQ 50．QG　40，0Q
工1 67．50　52．50 65．00　51．75 64，00　49．50 62．50　50．00
12

49、50　39，0D 62．50　49，00 50．00　38，00 60．OO　46．50

（注）①日本郵船調査部資料による。②単位はワールドスケールレート．1989年1月以降
　　　③いずれも20万D〆W以上の船舶によるもの。④グラフの値はいずれも最高値。

新ワールドスケールレート。

r（．

（
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ガルフ／西欧
5 5

」 ．

口
o

凹9〔制 1ヨ89 旧go 旧9F 199～ 凶93

石炭〔ハンプトンローズ／日本レ鉄鉱石〔ツバロン／口本・ッバ冒ン／西劇

Ig肥〔軍）　　　　19開 旧go 1冊1 1凶2 旧93

5．穀物〔ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位　ドル）

ガルフ／日本 北米西岸／日本 ガルフ／西欧

月次
1992 1993 1992 ！993

1992 1993

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1 26．0〔｝　23．00 23、50　22．00 14．25　13，75 12．85　12．25 13．00　11．89 12．05　11．50
2

23．50　20．50 24，75　22．35 ／3．25　12．25 ／2．25　12．15 1工．75　　9．00 12．78　　9．80
3

21．50　ig．00 26．25　24．00 12．25　1L75 ／3．7D 9．50　　8，00 12．25　ユ1．40
4

20．00　18．90 10．90 10．25　　9．00
5

24，50　20．ア5 11．50 U．01　10．50
6

23．40　18．25 一 10．48　10，00

7
20．50　17，00 9．75 10．59　　9．24

8
19，00　17，5D 9．40 10．50　　8．39

9
20．10　17．90 10．75　　9．75 10．00　　8，52

10
20．25　18．40 ll．10　／0．25 9．97　　8．65

ll 24．50　20．25 一
13，00　　9．30

1ワ 2500　2300
1350 13．70　工250

（濁　①口本郵船調査都資料による。②いずれも5万D〆W以上S万D〆W未満の船舶によるもの。

　　　③グラフの値はいずれも最高値。

6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） （単位　ドル）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ツバロン旧本（鉄鉱石） ツバロン／西欧（鉄鉱石）

月次
1992 1993 1992 1993 1992 1993

最高　　最低 最高　　最低 日盲
@　　　最低取同

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

　14．00

@　＝
X，90　　9，85

@　二

@　8．25
@　8．80
@　9．20

@　＝
@1150

10．50

X．95

P0．90

　　＝　　一

@　8，75
@　8．00
@　7．90

W，00　　7．25

@　二
@　二　　一

　　7．50　　－

W，25　　7．80

6．35　　5．60
T．75　　4，45
T，00　　4．85
S．75　　4．00

@　4．30
S．75　　4．10

S．20　　4，00　　　

S．00　　3．75　　　

@　4．30
@　4．90

4
．
5
0
－
5
．
4
5

（注）①日本郵船調査部資料による、②いずれも10万D〆W以上／5万D／W未満の船舶によるもの。

　　③グラフの値はいずれも最高値。
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運賃指数 用船料指数

7．タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数

月次 1991 1992 1993

VLCC 中型 小型 1．1・D H・C
VLCC 中型 小型 1．1・D H・C VLCC 中型 小型 H・D H・C

1 982 137．2 182．6 290．8 271．0 48．9 91．2 133．9 184．7 194．7 51．4 94．9 工30．1 167．4 181．6
2

93．3
i5Lo 205．8 250．2 337．3 41．t玉 83．8 140．7 208．5 168．玉

3
61．4 110．1 165．5 194．6 254．0 33．9 81．3 115．5 158．3 153．6

4
45．9 102．2 104．4 176．3 183．9 40．6 71．6 110．2 160．8 147．4

5
75．3 112．2 156．2 212．5 177．8 39．4 70．1 104．7 155．4 160．0

6
85．9 108．9 149．1 王78．6 161．5 36』 68．9 103．9 171．8 153．6

7
60．8 103．8 13L3 184．5 134．8 43．5 74．6 110．4 178．1 154．7

8
60．3 93．6 1242 164．5 140．0 44．6 71．7 工13．6 165．0 162．3

9
53．0 91．7 114．7 152．0 141．7 43．4 72．9 l13．2 ユ56．4 161．7

10
58．6 85．4 129．6 162．6 172．／ 49．5 79．3 l15．9 164．7 148．6

11
53．0 87．2 l19．1 173．／ 165．工 56．8 64．5 117．3 174．2 176．6

／2 37．9 86．6 120．6 152．玉 183．7 52．2 98．3 138．6 162．6 193．2

平均 65．3 105．8 ／41．9 191．0 193．6 44．2 77．4 l18．2 170．0 164．5

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル
　　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと1987年11月に合併）②タンカー運賃．はワールドスケールレート。③タンカー運賃．

　　　指数の発表様式が87年10月より次の5区分に変更された。カッコ内はIFI区分　④VLCC＝15万1000トン（15万トン）以
　　　上　◎中型：7万1000～15万トン（6万～／5万トン）◎小型＝3万6000～7万トン（3万～6万トン）㊥H・D＝ハ
　　　ンディ・ダーティ：3万500Dトン（3万トン）未満　㊧H・C＝ハンディ・クリーン＝5万トン（3万トン）未満。

（
8．．貨物船用船料指数

貨物 船航海 用船料 指数 貨物 船定期 用船料 指数
月次 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993

1
193．4 204．9 208．3 198．0 202．0 192．0 292．8 334．0 356．5 318．0 326．0 326．0

2
203．5 202．4 203．3 199．0 195．0 312．0 363．7 357．6 325．0 32D．口

3
207．1 212．1 176．4 207．0 192．O 328．0 329．8 288．7 335．0 300．0

4
203．0 202．7 202．9 205．0 191．0 338．6 336，9． 343．3 344．0 302．O

5
189．3

22L5 197．9 205．0 195．0 344．3 346．2 353．5 342．0 301．0
6

193．6 201．8 191．4 205．0 190．0 333．8 318．7 343．7 342．0 295．0

7 184．1
ls93 lgo．G 2G6．o

19LQ 32Q．6 336．8 325．Q 342．0 288．0
8

186．6 204．1 197．0 206．0 191．o 318．2 324．3 328．3 318．0 293．0
9

185．1 193．0 195．0 205．0 191．0 314．0 327．5 329．5 325．0 30工．0

10
196．3 197．8 197．0 206．0 193．0 317．2 327．6 322．8 335．0 289．0

11 199．0 208．4 199．0 208．0 196．0 333．0 338．0 3／1．4 349．0 300．0
12

197．8 204．3 215．0 208．0 194．0 312．0 349．1 306．4 343．0 323．0

平均 194．9 203．5 197．8 204．8 193．4 322．D 336．1 330．6 334．8 303．2

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル

　　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと1987年ll月に合併）②航海用船料指数は1965．7～1966．6；100定期用船料指数は

　　　1971＝1000
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9．係船舶腹量の推移

1991 1992 1993

月次 貨 物 船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数 千G〆T 千DIW 隻数 千G／T 千DIW 隻数 千G〆T 千DIW 隻数 千αT イ．D／w 隻数千G／T千DIW 隻数千GIT千DIW
1 25〔〕 1，291 1，708 50

1，654 3，078 292
1，852 2，423 46 1，531 2，807 3452，3283，048 904，2828，3952 25S

1，471 2，038
51

1，557 2，857
284

1，750 2，332 45 1，4go 2，729 3482、429　3、154 94　4，0837，981
3 288 1，7Q5 2，290 50

1，178 2，nQ
288 L823

2，427
48 ／，536 2、2so 3502．4813，2G4 9了3，8727，565

4 28S
1，655 2，155 47

1
1
9
3
　
， 2，135

297
1，825 2，432 一πcb 1，903 3，538

5 283 1，6D3 2，041 46
1，191 2，130

292
1，868 2，569 57 1，981 3，763

6 264 1，485 ユ，946 47
1，445 2，6S5 3〔尼 ユ，937 2，652

68
3，lll 6，180

7 259 1，451 1，97〔 46
1，405 2，613

305
1，925 2，613 74 3，524 6，932

8 262
1，477 2，D21 45

1，340 2，478
322 2，14・．1 2，971

74
3，5go

7
1
3
2
　
，

9 265
1，467 2，D25 47

1β58 2，517
335 2，／8D 2，993 一一 3，621 7，203

10 283 1，733 2，395
52 ／，717 3，079

336
2，216 3，011 74

3
5
4
0
　
，

6，989
／1 276

1，618 2，215 52
1，631 2，889

332 2241
3，039

85
3，947 7，789

12 288
1，706 2，264 47

1，522 2，807
350

2，457 3，280
95

4，598 9，056

（注）　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。

10．スクラップ船腹量の推移
．） lggo 1991 1992

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数千G〆T・．FDIW 隻数千GIT千DIW 隻数千G／T」丁．DIW 隻数千G〆T千DIW 隻数千G〆T千DIW 隻数千GIT千DIW
1

35　　132　　192 6　　23　　34 23　　270　　446 2　　53　　118 44　　2S9　　406 9　　14D　　258
2

20　　157　　125 2　　　4　　　2 20　　183　　278 ．．．

D一．
黶D 53　　489　　786 6　　114　　2383

69　　362　　568 9　　65　　117 38　　291　　479 S　　129　　233 62　　578　　944 ／8　　280　　50S
4

39　　205　　284 10　　36　　55 53　614　1．006 6　　228　　447 34　　299　　542 10　　240　　487
5

37　　255　　391 3　　　9　　14 39　　187　　275 11　　62　　103 44　　587　　98〔1 王8　503　1．OIO
6

23　　105　　149 4　　61　　97 30　　257　　404 5　　ユ71　　348 38　　375　　637 23　7551．530
7

23　　19S　　347 7　　122　　232 22　　216　　341 5　　275　　536 29　　491　　859 8　　五67　　298
8

30　　12D　　l52 7　　186　　395 21　　72　　99 4　　ユ13　　209 19　　256　　419 14　728　1，5119
28　　192　　342 2　　　4　　　7 53　　259　　610 8　　336　　401 40　6341，055 15　678　1，43510
63　　504　　85D 4　　27　　51 35　　342　　551 4　　ユ49　　301 21　　286　　532 lO　　427　　8411

1 24　　179　　271 6　　29　　43 26　　2／3　　321 8　　138　　236
12

24　　243　　393 4　　74　　151 20　　101　　150 10　　294　　560
言1・

4152，6624，064 64　6401，198 380　3．0〔15　4．961 71　1．958　3，492

（注）①ブレーメン海運経済研究所発表による。②300G〆T　300D／w以．トの船舶。③貨物船には兼用船　客船を含む。
　　　④タンカーにはLNG／LPG船および化学薬品船を含む．⑤四捨五入の関係で末尾の計が合わない場合がある。



　今月から「船協月報」が月報「せ

んきょう」に変わりました。

　わたくしどもの月報を今まで以

上にみなさまに親しんでいただけ

るようにするために、昨年ll月よ

り改訂作業に取り組んでまいりま

した。

　みなさまには、アンケート調査

を通じて、多くの貴重なご意見を

頂戴いたしまして、誠にありがと

うございました。

　その結果をもとに、ワーキング

・グル▽プを結成し、鋭意検討い

たしました結果、体裁、内容とも

一新して、ここに月報「せんきょ

う」としてお届けする運びとなり

ました。

　ただし、従来においてみなさま

編集後記
の評価の高かった項目や本誌に求

められる役割として重要と考えら

れる項目については、そのまま踏

襲することにいたしました。

　海洋汚染問題をはじめとする地

球環境問題や国際・国内物流にお

いて果たしている重要な役割など、

海運業界は今後ますます広くみな

さまの生活と深いかかわりを待つ

ようになってくるものと考えられ

ます。

　こうした環境において、より広

くみなさまにわたくしどもの業界

についてご理解をいただくことが

重要であると考え、平易な表現で

読みやすい雑誌にしていきたいと

思っております。

　また、編集にあたっては読者の

みなさまのご意見、ご要望もどん

どん取り入れていきたいと考えて

おりますので、ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　最後に、業界の広報誌として、

業界の発展に寄与していくことが

できますよ．うスタッフー同努力し

ていく所存．でございます。

　どうか今後もよろしくご愛読下

さいますようお願いいたします。

三洋海運総務部総務課長山田　啓一
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7月EO日を国民の祝日「海の日」に。



平成5年4月20日発行毎月1回20日発行No．393昭和47年3月B日第3種郵便物認可瓦飛遡1翻　二�d　」　　　　「「　　　・　’　　　　　　「∵　が紙能　〜　》、‘七　　　島　ゆぐ　　　ヘ　ア厭∴∵∴鵜ご三冠い、、羅織縣覧∴　　））（、�_、澗、さ孝ノグ　　　「ジ　　　　、腐　「豪」　ノ〆幽↓紀甑　）s　　　　　，ノ　’声認　E賦欝鍵欝臥階∵・壌ダ艶聾・　　　　ド　　ヘヘ　　ゴズド　　　　　　ヒー一．／　　　鳶　　　　　　�`ミ社団法人円太船‡：協会二階月報／1993年4月号目次◎巻頭言バナナ、卵と外航運賃★贔魏悪臣震事・苅野照　　1◎シッビングフラッシュ1．平成5（93）年度船舶保険料率・条件改定交渉　　22．船舶解撤問題共同検討委員会の活動状況　　33．海運造船合理化審議会造船対策部会の模様　　　4◎座談会（自民党機関誌「自由民主」4月号より転載）日本商船隊の現状と今後の課題　　　6　　　　　★運輸大臣●越智伊平　　　　　★日本船主協会会長●根本二郎　　　　　★司会経済評論家●田中洋之助◎随想花三題樋鞘一望局長・浅賄紀一12◎特別欄「海の日」祝日化制定推進運動　　14◎海運ニュース1．lMO第24回訓練当直基準（STW）小委員会の模様2．平成5年度船員災害防止実施計画一173．新ギボンズ法案の概要　　18◎話題を追って海洋汚染事故防止対策運輸省の立場から　　19　　　　　　　運輸省海上交逼局外航課　　　　　　　監修＝タンカーによる輸送問題に関する合同懇談会座長　　　　　　　　　★引抜大学●谷川久◎業界団体を訪ねて　　　23◎海運雑学ゼミナール★第3ア回　　26◎．4昭〆昭・7〃麗4傷〆％発便りや海運日誌★胴　　30φ船協だより★理事会の模様・会議日諦その他。…・海運統計一33φ編集後記一38312816（バルブ．専用船「サニーネピアニ世」〉（rへ�j・バナナ、卵と外航運賃・講講義嚢羅苅野召…口U’　バナナ、卵の値段と外航運賃（長期契約またはCOA、例えばブラジル／日本の鉄鉱石、豪州／日本の石炭等）は、ここ20年来ほとんど変わっていないのではないか。　バナナは輸入品であり円高および輸送の合理化、卵は国産であるが餌は輸入であり、また大規模経営等の合理化により、いずれも流通市場で商売が成り立っている。　一方、外航運賃について言えば、円高、石油ショック、数度にわたる海運不況に対して、海運業界はコストのドル化、混乗、その他労使協力して血のにじむような努力を重ねてきたが、さらに円高が進み、人件費を含むコストアップ、市況の低迷等々によって、海運業のコストを賄う水準には至っていない。　世界経済の円滑な発展のためには、原燃料の海上輸送、適地生産による製品の海上輸送は欠くことのできない重要な役割であるが、海運業の利益率を見る限り、地球環境保全の要請を受けながら、果たして日本において今後産業として成り立ち得るのかという疑問を感ぜざるを得ない。　国内における小売業は一般的には25〜30％の粗利益を前提に、合理的な運営やサービスの競争が行われており、これを海運業に引き直せば、前述の海運業費用に加えて、今後予想される油流出防止のためのソフト、ハードの改善や、大気汚染防止等地球環境保全のための対策費、さらに適正な利潤を加えた運賃を得られなければ、再生産さらには今後の発展は望めず、リスクのみ多く、産業として魅力あるものとはならない。　日本における鉄鋼業、エネルギー産業の国際競争力を支えてきた海運業が、海上汚染等のリスクを保全しながら、その重責を担っていくためには、内外を問わず過当競争を防止し、荷主各位のご理解を得て適正な運賃を確保する方法を追求する必要があるのではないか。田シツビングフラッシュ1．平成5（93）年度船舶保険料率・条件改定交渉　当協会は、例年、日本船舶保険連盟（船連）との間で船舶保険料率・条件の改定交渉を行っており、本年も数次にわたる交渉が行われた。その結果、平成4年3月31日、全般的料率や第6種条件等各種割り増し料率の引き上げなどを主な内容とする、約38億円の保険料引き上げが合意された。その背景となる保険成績の状況を見てみると、当協会が会員会社を対象に行った平成4年（1月1日〜ユ2月31日）の船舶普通保険期間保険成績の調査によると、平成4年単年における損害率は90．25％となり、同年を最終年とする過去5力年間の平均損害率は90．93％となった。　一方、船連の調査（93年3月末現在）でも、89年度以降3力年間の損害率は、89年度＝103．25％、90年度；112．07％、91年度：120，89％となり、92年3月末の5力年通算損害率（87年度〜91年度）も91，99％の悪績となっている。　この原因として、一連は�@王987年度以降連続4年にわたる大幅な保　険馬引き下げによって料率水準が急激に低　下したこと�A大小海難事故の頻発および修繕費等の値　上がりによる支払い保険金の増加　　　などを挙げている。　　　このため船連は、保険成績の改善が急務　　であるとし、大幅な保険料引き上げを要望　　してきた。　これに対し、当協会は�@わが国海運業界は安全運航体制の充実へ　　向けて一層努力していること�A92年度単年度損害率が最終的には良化が　　見込めること�B海運界は世界的な景気低迷に伴う荷動き　　の減少などにより厳しい経営環境に直面し　　ていることなどを挙げ、前年度に続く保険料の大幅な引き上げは船社経営に極めて大きな影響を与えるこ（とから、両業界の長年の協調関係と長期的料率の安定の観点より、平成5年度料率の据え置きを強く要望していた。こうした状況の下に数回の交渉が行われ、結局前記の保険料引き上げが合意されたものである。　保険料の2年連続の大幅な引き上げは、船社経営に大きな負担となることが懸念されるが、その原因は保険成績の日刊であり、わが国海運業界は長期的・安定的な料率を確保するため、一層の安全運航体制の確立を推進するとともに、修繕費等を安易に保険に依存する傾向を是正する必要があるものと考えられる。2．船舶解撤問題共同検討委員会の活動状況）　当協会および日本造船工業会（七戸）は、今後、船舶解撤問題が顕在化することが必至の状況となっていることから、1992年4月、船舶解撤問題共同検討委員会（委員長＝輔法輪当協会副会長、副委員長：合田造型副会長）を設置し（船協月報1992年5月号P．7参照）、今日までその下部組織である幹事会を中心に、船舶解撤の重要性につき内外の関係業界、関係官庁に訴えるとともに、中国・インド・パキスタン等を訪問し解撤能力見極めの実態調査（船’協月報1992年8月号P．6、10月号P．13、12月号P．5、1993年1月号P．9参照）を行うなど問題解決に向けて努力してきたが、今般その活動の経過報告ならびに今後の活動方針について下記のとおりとりまとめた。　活動経過報告および今後の活動方針1．活動経過報告　本委員会は、1992年4月に設置して以来過去1年間、主として、α〉解撤促進のための環境作り、（2＞世界の船舶解撤業の現状調査、（3＞将来における解撤量の予測とそれに対応する解撤能力の推定、に関する活動を以下のとおり行ってきた。（D　解撤促進のための環境作り　　調査団の派遣や関係先との意見交換、マ　スコミを通じてのPR活動を精力的に行った　結果、タンカー安全問題、環境保護への意　識の高まり等にも助けられ、解撤の重要性　について広く世界に理解されることとなり、　大きな成果をあげた。（2）世界の船舶解撤業の現状調査　　5回にわたる調査団の派遣により、十分　とは言えないまでも、かなりの程度実情把　握をすることができた。それぞれの調査結　果については都度各種媒体を通じ報道され　たとおりである。（3）将来における解撤量の予測とそれに対応　する解撤能力の推定　　解撤量の将来予測およびこれに対応する　解撤能力については、1990年代後半のピー　ク時の解撤量2，000万総トンに対し、解撤能　力はおおむね年間1，400万総トンと推定され　るが、諸条件が整えば最大年間2，600万総ト　ン程度まで高められる可能性がある。　　現状のままでも中小型船の解撤について　は解撒経験を積み、生産性を高めれば対応匿．　可能と思われるが、VLCC等大型船につい　　ては解撤業者が解撤船購入資金画で問題を　　抱えていること、また各国とも解撤能力拡　　大にはそれぞれ問題を抱えていることから、　　何らかの支援措置が必要である。　　　また、解撤業の経営安定のためには、操　　業の安定すなわち解撤船発生量の平準化を　　図る必要があり、「団塊の老齢大型船」の前　　倒し解撤の方策を講ずることが肝要である。2．今後の活動方針　今後の活動方針としては、引き続き解撤促進のための環境作りを行うとともに、解撤能力増強のための条件整備、および解撤船供給促進の諸方策に主眼をおいて検討することとしたい。ついては、以下を活勤計画としたい。　ω　解撤促進の環境作りのための関係者との　　意見交換　　　過去1年間は、解撤を行う側（解撤業・　　伸鉄業・商社等の関連業者や政府関係先）　　との意見交換が主体であったが、今後は、　　これに加え老朽船を大量に保有する船主筋　　との意見交換も図ることとし、必要があれ　　ば、老朽船の解撤促進につき積極的な対応　　を促すため、関係各国を訪問することとす　　る。　　　その他、インタータンコ、およびインタ　　ーカーゴ等の国際的組織との連携や各種国　際フォーラムへの積極的参加を通じ、解撤　促進の重要性について訴えていく。また、　商社・石油業界等、関係業界にも協力を呼　びかけていく。�A　解撤能力増強のための条件整備　　解撤当事国関係者の自助努力だけでは必　ずしも十分な解撤能力増強に結びつかない　ことも考えられるので、ヤード・機器等の　整備に係わる財政的支援のためのスキーム　についても検討する。また、解撤実施国等　からの要請があれば、�@英文解撒マニュア　ルの作成、�A公害防止・作業の安全に関す　る技術指導、�Bガスフリー技術指導、�C研　修員の受け入れ、�D解撤船ブローカーリス　トの作成、などめ技術的支援・情報提供に　ついても検討する。（3）解撤船の供給促進　　解撤船供給のための支援スキーム（例え　ばインターカーゴ提唱のCAPSICOスキー　ム）を検討していく。　　また、船舶の安全運航、環境保護の立場　から現在IMO、OECD等の各種国際機関な　らびに各国政府でサブスタンダード船排除　のための諸方策が種々検討されているが、　当委員会としてもこれらの動向を注視しつ　っ対応していく。．へ3．海運造船合理化審議会造船対策部会の模様　去る3月23日、海運造船合理化審議会造船対策部会が開催され、造船業の現状と今後の対応について審議が行われた。　今回の造船対策部会開催の主旨は、前回（平犀．成3年12月）答申のレビューであり、前回答申の主な項目について、現状評価と今後の対応が論議された。　主要項目のうち、建造需要見通しについては、「今後長期的な建造需要は『1970年代半ばに大量に建造された大型タンカーを中心とした代替建造需要に支えられて順調に増加していくものと予想される』とする前回答申における長期的見通しは、現時点においても基本的には変わらないものと判断される。　しかしながら、今後当該代替建造需要がいつ顕在化し、また、どの程度の量となって現れるか等については、世界景気の回復のテンポや老朽船の安全対策等に対する国際的な取り組みの影響等により左右されるものと考えられる点もあり、引き続き適切なタイミングでの見直しを行っていく必要がある」とされた。　また、需給安定化方策については、上記需要見通しを受け、「今後とも原則として現状の設備能力をベースとして対応していくことが肝要である」とされた。　この他、産業基盤の整備、老朽船対策とスクラップ問題、タンカーの安全対策等について種々意見交換が行われた。　当協会からは、根本会長が委員として出席し、造船業の国際競争力の確保、タンカーの安全対策に関連する航行安全装置の開発、サブスタンダード船の排除および船舶解撤の促進とそのためのODAの活用、修繕業の活性化等について適切な対応がとられるよう要請した。　　　　　　　　　　「海運統計要覧1993」の刊行　当協会では、1970年以来、海運業ならびに関連産業・一般経済に関する内外の諸統計を収録した『海運統計要覧』を作成し、海運関係者をはじめ各位のご参考に供しておりますが、このたび、下記内容による1993年版を刊行いたしました。　本統計要覧は実費頒布いたしておりますので、ご希望の向きは、下記までご連絡ください。〈問い合わせ先〉日本船主協会　調査広報部　〒102東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL（03＞3264−7181「海運統計要覧1993』の内容装丁A6判上装460頁頒布価格　1冊1，5GO円（消費税を含む）掲載項目　海運関係総括表　　1　船　　腹　　II造　　船　　IIi海上荷動と海運市況　　IV　輸送活動　　V　コンテナ輸送　　VI企業財務　　Vll海運対策と船舶整備計画Vlli内航海運IX　港湾関係X　船員関係XI一般経済欄　関連産業の動向付・資料海運関係略語　　　　　用語解説　　　　　海運年表他團座談会出席者（敬称略・順不同）．臣長家　会　評論大　協同　主輸船済　自運日経　　斜　　伺　　国民生活を支える日本商船隊　　、　ぺ　1駅田中　時間もあまりないようですので、早速、　始めさせていただきたいと思います。今日は日　担商船隊の現状と課題ということで、根本会長　と大臣の間で活発なお話を展開していただきた　いと思います。　　最初に根本会長から、日本海運の現状につい　てご説明をお願いいたします。　根本　大臣、大変お忙しいところをありがとう　ございます。　　まず、手短に申し上げますと、現在、世界の　外航海運の対象になっております海上荷動きが　年間約40億�dございます。その4�J億�dのうちの　約2割の8億�dが日本関連の荷物です。輸入が　約7億�d強、輸出がその約1割の7千万�d、こ　　ういう状況でございます。　　　これらの物資を輸送するための距離を乗じた　輸送トンマイルでは、実に世界全体の25％近く　　に達しています。日本の人口は全世界の3％弱、越智　伊平根本二郎田中洋之助戸　　　　　　　　　　　　　巾噛＿　｛　紺絃L．鵠．．』．．ふ己．＝．．）ゴ蝋∴lGNPの大きさは約15％です。その国が全世界の海上貿易量の約20％を占めているということは、いかに日本経済が海運に大きく依存しているかが、お分かりいただけるかと思います。　越智　年間8億�dと聞いても、一般の人にはピンとこないと思うが……。　根本　ええ、その荷物を1日当たりに換算しますと約220万�d、10�d積みのトラックで大体22万台になります。JRの線路に並べると、函館から鹿児島まで数珠つなぎになる計算です。日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商船隊は、毎日、毎日、これだけ膨大な荷物を運んでいるというのが現状でございます。　越智　ほう、それはすごい。大変な量ですね。　根本　おかげさまで日本の商船隊も世界最大の規模になり、しっかりと国民生活を支えています。さらに、広くアジアの経済、世界の経済を支えるという意味で、われわれは、これからも頑張って仕事をやっていかなくてはいけないと思っております。二．田中　根本会長から、日本海運の現状と、そ囹）．．）．れがいかに日本経済を支えているかというご説明がありましたが、運輸当局の責任者である大臣から、ぜひ、この外航海運に対する抱負、あるいは政策をお伺いしたいと思います。　越智　会長からお話がございましたように、わが国の商船隊は資源、エネルギーをはじめとする貿易物資の安定輸送上、大変重要な役割を果たしております。わが国が今後とも貿易立国として安定した経済を維持していくためには、健全な商船隊を擁する海運業の保持が不可欠であると、このように考えております。　根本　日本の商船隊も規模においては世界第1位になりましたが、残念ながら質的にはまだまだ十分ではございません。　海運は構造的には収入はドル、コストのほうは円ということでしたので、急激な円高で手取り収入が減り、経営が大きな打撃を受けやすいというのが業界の実情でございます。　越智　運輸省としても、わが国の商船隊の国際競争力を強化し、海運企業の経営基盤を強化するため、引き続き外航船舶整備のための日本開発銀行からの財政資金の長期低利融資、船舶の特別償却制度等の税制上の措置の充実にも努．めてまいりたいと、かように考えております。また、ドル建ての収入に見合う費用のドル化など、為替変動対策をさらに推進する。また、陸上輸送部門を含めた複合一貫輸送体制の整備、輸送サービスの質的向上に努めるとともに、三国間輸送への進出に積極的に取り組んでいく必要があると考えております。まず自助努力で国際競争力を　窪｛　田中　根本会長．、いま、大臣のほうからいろいろ詳しいお話がございましたが、外国船員との混用の促進とかコストのドル化、こういうものが一つ決め手になるだろうと思います。そのへんにつきましてちょっとご説明願えませんか。　根本　1985年のプラザ合意以降、急激な円高で業界は相当な打撃を受けました。当然、各社とも合理化もやりましたし、ドルコスト化にも必死に取り組んでまいりました。　参考までに申し上げますと、日本郵船の場合には、100隻以上ありました日本籍船を半数の50隻ぐらいに減らしました。あとは船籍を海外に移し、コストをドル化して為替レートの変動の影響に対応してきました。　商船隊の構成としては、まず日本入船員の乗った近代化船の投入、これは船員が11名ぐらいの船でして、日本人船員だけで国際競争力を回復しようとして走らせている少数定員船です。そ．して、その次に日本籍の船に賃金の安い外国人の乗組員を混乗ずるという制度。それから、外国船籍の船に日本人の船員を混乗ずる。さらに船籍は海外にあり、外国人船員が乗っている海外からの用船というような四重の構成にして、そのベストミックスを追求するというようなことを現在やっているわけでございます。　田中　外国の船員を乗せるとなると、いろいろな問題も出てくるでしょうね。また、国際競争力をつけるために、これからどんな対策が必要だとお考えですか。　根本　やはり並置制度ということになりますと、船員の質が非常に大きな問題になってきます。そこで、民間の自主努力でいろいろ教育制度を、例えば私ども日本郵船の場合は、4年前にマニラに船員学校をつくりまして、既に延べ5，0GG人ほど教育しております。現在、日本郵船の船80隻に、1，800名のフィリピン人の船員が乗っております。また、現地の商船大学にスカラシップ制度というものをつくりまして、そこで勉強してもらおうということで奨学資金を寄付いたしました。　その他、荷主さんに対するサービスの向上、これには、コンピュータなどを導入して、なお一層の質的な改善をしていかなくてはいけない。それから老朽船を新造船に切り替えていくなど、事故が起きないような船隊構成にしていく。　つまり、安全で確実な新鋭船隊の投入、内外匿．のコンピューター網の整備など、いわゆる付加価値の高いサービスを提供していくことです。　それから企業体質を強固なものにするために、どうしても運賃を適正な水準に戻す努力をしなければならないということで、各社ともいろいろ自助努力をしているわけでございます。　その上で、政策面のご援助ということで、大臣からのご指摘もございました日本開発銀行の融資の問題、それから海運税制の充実、この2点については、このたびの平成5年度予算案等にも、私どもの希望をほほ全部通していただきました。この開銀融資の問題と海運税制の充実、これは、まさに日本の商船隊の国際競争力を維持していくための2本柱ですから、この面における政策支援はなにとぞ今後とも続けていただきたい。そして、応分の枠をそろ．えていただきたいということでございます。　もう一つ、ここで大臣に申し上げたいのは、最近ガットをはじめ国際的な自由化の動きがございまずけれども、日本海運は海運自由の原則に従って海外で行動しているわけでございます。恐らく他の発展途上国、あるいはアメリカとかヨーロッパなどに比較いたしましても、これほど海運自由の原則に従って行動している商船隊はないと思います。ですから、そのへんもご理解いただきまして、ひとつわれわれ海運業の応援をお願いしたいと思います。「アジ灘・・一ラム・腰◎ll　田中　これから日本の商船隊にとりましても、アジア各国との協調は非常に重要になってくると思いますが、その点につきまして根本会長の（−ほうから、具体的なお話をお願いします。　根本　現在、日本とアジアを合わせた荷動きは世界の45％ぐらいになっております。それから、’商船隊自体も日本船とアジア船で35％ぐらいを占めてきている。ですから、もはや日本を含めたアジアを抜きにして、世界の海運を論ずることはできないというような現状になってきています。　一つ例をとりますと、日本とアジアからアメリカ向けのコンテナの輸送量は年間大体8，000万�dぐらい。そのうち、わが国が2割で、あと残り8割はアジアの国々から出ています。かつては、この逆で、日本が8割を占めておりました。ですから、中国を含めたアジアの船主の方たちと話し合いをしていきませんと、なかなか海運秩序の維持が難しくなってまいりました。　そういうことで、昨年の4月に日本船主協会が提唱いたしまして「アジア船主フォーラム」というものをつくって、第1回の会議を東京で開催しました。そのときは、日本、韓国、中国本土、台湾、香港、ASEAN、豪州という7地域の代表、32名が一堂に会し、その席で私は、今後の海運のテーマとして「四つのS」を提唱し、皆さんのご賛同を得ることができました。　第1は航路の安定化の問題、これは英語でいいますと「スタビライゼーション」。第2番目は、航行の安全の問題。これは、昨今のタンカーの事故とか、海賊問題とかを含めまして「セイフティ」の問題。それから3番目は、今後急増してまいります老朽化したタンカーを主体にした　「スクラッピング」の問題。最後は、先程お話のあった混乗の対象になりますアジアの船員さ（越智伊平運輸大．．黶A．ん、すなわち「シーメン」の問題と、こういう「四つのS」を提唱いたしまして皆さんにご賛同を賜りました。　そして、それぞれについてチェアマンを選びまして、日本は航路安定化の議長国になりました。それから、安全の問題についてはASEAN、スクラップについては、これまで大変経験のある台湾、それからシーメンについては中国本土と、このように四つの議長国を選びまして、それぞれが責任を持ってこれらのテーマに取り組む。今度、5月の半ばにソウルで第2回会議をやり、来年は北京で同じような会議をやる予定です。　田中　大臣のほうからひとっこの点にっきまして・・…・。　越智　いま、お話がございましたように、アジア諸国の荷動きというものが非常に増えており、今後もさらに増大していくと思います。近・年、先進国の集まりであるOECD海運委員会等においても、アジア諸国との対話を積極的に推進しております。そこで、世界海運問題を考える際に、アジア海運との連携を欠くことはどうしてもできません。5月にソウルで「アジア船主フォーラム」が開かれるをうですが、ぜひとも各国の代表の方々と航路の安定化、安全の問（根本二郎会長）題、船員の養成、老朽船のスクラップ問題などについてよく話し合って進めていっていただきたいと、このように思う次第です。国民の祝白、・海の日、の実現を　田中　それでは、第3のテーマ「海の日」の祝日化運動についてお伺いしたいと思います。現在、7月20日が海の記念日になっておりますが、これを格上げして国民的な祝祭日にしょうと日本船主協会を中心に大変熱心な運動が繰り広げられています。最近は署名運動を展開しておられるようですが、ひとつ根本会長のほうからこの問題につきましてお話し願いたいと思います。　根本　現在進めておりますのは、1，000万人の署名運動、これは一生懸命やっております。それから、2月18日現在で769の地方自治体が「海の日」を祝日化する決議を採択されているということですので、これをさらに推し進めたい。そして、私の個人的希望としましては、なるべく早く、できれば今通常国会で、何とか成立するようにお願いできればと思っています。　田中　大臣、いかがでございますか。　越智　7月20日の海の記念日を祝日にすると匝．いう件ですが、海事振興連盟の原田憲会長も非常に熱心でありますし、私の施政方針でもこのことははっきりと述べております。　根本　ありがとうございます。　越智私もできれば今国会で通したいと思いますが、まだ他にもいろいろ運動があります。日本広しといえども、海と無縁の町村というのは非常に少ない。ですから、全国約3，290の自治．体の少なくとも半分以上、3分の2ぐらいの決議をいただくように進めていただきたい。しかし、これを運輸省が強制的に行うというのも難しいので、自発的にやっていただけるように働きかけていきたいと思っています。　根本　どうもありがとうございます。われわれも1；000万人の署名運動とともに、そちらも頑張ってまいります。　この7月20日という日は、明治9年のこの日、若き明治天皇が、当時最新鋭のロイヤルヨット　「明治丸」に乗って東北行幸から横浜にお帰りになった日です。これを記念して昭和16年「海の記念日」が次官会議で制定されましたが、残念ながら国民の祝日には入っておりません。しかし、この50年余りの間、毎年「海の記念日」の行事をやってきましたし、特に平成2年の5G周年のときには、天皇・皇后両陛下にもご来臨いただきました。　越智　文字どおり日本は海洋国家であり、「海の日」の祝日がないのがおかしいくらいです。これは常に海運業界のみならず、みんなが海の大切さを分かっている。これだけ大きな恩恵を海から受けているのですからね。今後はすべての海事思想普及活動を「海の日」制定の方向へ））．集約してキャンペーンしていきたいですね。　田中　それでは、最後に安全の問題でございますが、最近マラッカ海峡におきましてタンカーの衝突事故がありました。それを契機に、船殻を二重にするとかいろんな対策が講じられているようでございますが、そのへんの実情につきまして、ひとつ根本会長のほうからお願いします。　根本　これまでも、それぞれの会社が安全推進本部を設けるなど、かなり注意してやってき．たわけでございま．す。同時に、先程もちょっと触れましたように、外国人船員の研修とか教育問題、これについても各社自助努力でやってまいりました。　一方、団体としては、運輸省のこ提唱もありまして、「マラッカ海峡協議会」というものができております。ここで、事故が起きたあとのいろいろな対策とか、あるいはマラッカ海峡における標識とか表示の問題、こういうものを既に6、7年前から取り上げ、安全対策には努力しております。　それから、最近に至りましては、ASEANの地域における油の流出事故があった場合の国際．協力、これは先般、宮沢総理がASEANを訪問されたときに日本は800万�jぐらい出すというお話をされましたが、われわれは応分の負担をしょうということで、この6月に調印いたします。タンカー安全対策特別会議を設置汀．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　．　　「　　　　．　　　　．　　　　　、　　　「　　　　　．　　　　　　　　　　．　　内　　　　．　　　　　　．　根本　さらに、サブスタンダード船といいま　して、相当老朽化して危なげな船、これを極力排除しようというような動きも自助努力でやつ（田中洋之助氏）てきたというようなことで、タンカーの二重構造化問題以外に船主は船主なりに随分努力はしてきておるわけでございます。　さらに、日本船主協会は先般、タンカー安全対策特別会議というものをつくりまして、私がその議長になりました。運輸省のほうにも、海上交通局長の懇談会もできました。それから、通産省でも対策本部をおつくりになるというようなことで、ゆくゆく通産と運輸両省の合同の懇談会ができるというように聞いております。　越智　会長からお話がございましたように、何といっても安全が大事であります。その安全のために非常に力を入れていただいておるようですが、やはり最終的には船員さんの教育、これは一番大事であると、かように思います。　また、タンカーの二重構造化については、運輸省としても、特別償却とか、また新造の場合には融資とか、そういうことに力を入れていこうと思っております。　いずれにしても、事故の起こらないように努力するとともに、ぜひとも老朽船は排除していただいて、快適で安全な輸送、これに徹していただきたいと思います。　田中今日はどうもありがとうございました。冊随想讐≒麟．、・輸省・上交通離浅見喜紀　今年もまた、花の季節がやってきました。　霞が関合同庁舎3号館の6階にある私のオフィスからよく見える、国会議事堂前庭の数本の染井吉野も、早くも三分咲き程に花を開いています。目を、皇居のお堀に沿って半蔵門から千鳥ケ淵のほうに移すと、花霞と言うにふさわしく、ぼうっと淡い桜色に霞んで見えます。　わが国の古典には花をテーマにした歌や文（花と言えばもちろん桜の花のことですが）が数限りなく出てきますが、そのなかで、この季節になると私が必ず想い出すものが三つあります。　その一　　「たえて桜の」ということ　つまり、伊勢物語第82段にある在原業平の「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」という歌のことです。これは、業平が、惟喬親王に従って河内国交野に狩りに出かけた際に、渚の院の桜を見て詠んだ歌です。改めて歌の意味を記すこともないと思いますが、あえて現代語でその意を述べれば、「この世の中に桜というものが全く無かったなら、もうそろそろ花が開くかと待ち遠しがつたり、雨や風に花が散りはしないかと気を揉んだりすることもなく、春の人の心はさぞかしのんびりしていられように」というようなことでしょうか。　私自身、この時期になると、今年も例の花を見なければと、また今年こそはあの花も見てみたいなどと思い、さらには、明け方の桜も、昼の桜も、また夜桜もと思ったりして、心のどかでない毎日が続くのですが、それがまた花の季節の楽しみでもあるのです。　その二　「花は盛りにのみ」ということ　「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは」。これは、徒然草としては長文の第137段の書き出しです。そして「雨に向ひて月を恋ひ、垂れこめて春の行方知らぬも、なほあはれに情け深し。咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ見どころ多けれ」と続きます。　つまり、兼好法師は、「花は満開に咲きそろった時だけが見頃ということはなく、月は陰りなく照り冴えている月ばかりが名月ではない。ま．）．だ花は開いていないが、今にも咲きそうにしている梢や、花が散って庭の面に打ちしおれている様子こそ、見どころが多い」と言っているのです。　国文学者の西尾貨氏によると、「徒然草文学が達成しえたひとつは、美意識の広さと深さとを開拓していることであるが、各段のところどころにちりばめられている自然美や芸術美、工芸美などにしても、無常感によって清められた知性のするどさ、無常感によってみがかれた感覚のすがすがしさが共通している。その最も明確な例は、第137段の、自然美の代表としての月花の見方に認められる」ということですが、それにしても、兼好は、前述の業平の歌をどのように読んでいたのでしょうか6　その三　「花のしたにて」ということ　西行法師の山家集の春の巻にある「花の歌あまたよみけるに」と題する25首のうちの一首「ねがはくは花のしたにて春死なむそのきさらぎの望月の頃」のことです。　西行法師は、俗名を佐藤義清といい、鳥羽上皇の北面の武士でしたが、何に感じたのか23歳の時に出家し、旅と歌と花に生涯を送りました。　この歌の「そのきさらぎの望月」とは、「釈尊が亡くなられた、その2月の15日」という意味ですが、西行は、まさに自らこの歌に詠んだとおり、文治6年（1190年）の2月16日に、73歳で亡くなりました。亡くなった所は、大阪の南河内にある弘川寺ζいう古刹で、吉野の桜にゆかりの深い寺であり、西行の仕えた鳥羽上皇の病気平癒を祈った勅願寺だったともいわれます。　そして、西行の墓前には、西行桜と名付けられたヤマザクラが静かに立っていて、花の散る頃には墓所は一面花びらに埋まるそうです。なお、西行桜と名付けられた桜は、別にもう一つあって、京都は洛西の通称花の寺と呼ばれる勝持寺、この寺は西行が出家をした寺でもありますが、その本堂の前にあるシダレザクラがそれだそうです。残念ながら、私はどちらの西行桜も見たことがなく、ぜひ機会を得て見てみたいと思っています。　最後に申し添えますと、東京で最も素晴らしい桜の名所は、何と言っても千鳥ケ渕です。此岸の桜並木とお堀の水の青、向こう岸の北の丸公園の桜とその下に群れる連翅の黄色、これらが一体となって、桜の花の心と自らの心とが一つに融け込んでいくような、そんな花見ができるのです。今年は、千鳥ケ淵に、幾たび通うことができるでしょうか。射海の日」　　くま　き藷漁一期〜羨聾　当協会は、国民の祝日「海の日」制定推進会議の幹事団体の一翼を担って「海の日」制定に向け、目標1，000万人目署名獲得、あるいは国民世論を喚起するべく海や船に因んだイベントの開催やテレビ、新聞を媒体とした広報活動を積極的に進めることを企画している。　国民の祝日「海の日」制定推進会議においても、祝日化を早期に実現するために3月18日臨時総会を開催し、決意を新たにし組織体制の強化を図り、祝日化に向け全国運動を強力に展開する方針を決議している。　国民の祝日「海の日」制定推進会議の新体制は、名称を「国民の祝日『海の日』制定推進国民会議」と改め、会長にJR東日本の山下勇会長、会長代理の副会長に元運輸事務次官の松井和治氏、その他の副会長に幹事団体12団体の会長を選出したほか、文化人で構成する評議員会、独立事務局の設置などを決めている。　今後は、�@組織の拡大強化�ALOG砺人をめざした署名運動　�B地方自治体での意見書採択�C文化入によるアピール　�D推進国民会議参加団体の決議と要望書の提出　�E政府・政党・国会等への要望活動一などを展開し、実現をめざしていく方針である。祝日化制定推進運動瓢咽　　“．．．湖　　L．．．．．溝“．．．ﾖ．1　　　　　　　決　　議　　　　　　　　　　平成5年3月18日　わが国は、四面海に囲まれた海洋国家であり、古来より食生活、物資の輸送、人々の交通、文化の交流、憩いやレジャーなどあらゆる面で広く海の恩恵を受けている。また今後、地球環境を守っていくためにも、地球上の7割を占める海の環境保全に努める必要があり、海洋資源の開発も重要な課題である。　したがって、よりよき社会、より豊かな生活を築き上げるために、国民がこぞって海の恩恵に感謝し、海に対する認識を深め、海を大切にする心を育てるために、国民の祝日「海の日」を制定するよう要望する。　「海の日」には、昭和16年に海の記念日として制定され、長年にわたって官民ともに慶祝し親しまれてきた「7月20日」がふさわしい。　6・7・8月は国民の祝日がないことでもあり、7月20日の海の記念日を国民の祝日「海の日」として量定するため、広く国民の支持を得て、その実現を図ることを決議する。囮（国民の祝日「海の日」制定推進国民会議役員名簿会　長：山下　　勇（東日本旅客鉄道�渇�長）副会長＝松井　和治（元運輸省事務次官）（会長代理）　同　　永井　典彦（飼日本海事広報脇会会長）（評議員会議長）　　（�兼�本海洋少年団連盟会長）同同同同同同同同同笹川　陽平（飼日本船舶振興会理事長）根本　二郎（�兼�本船主．協会会長）飯田庸太郎（�兼�本造船工業会会長）内村　良英（�倦蜩�本水産会会長）中西昭士郎（全日本海員組合組合長〉岡部　　保（�兼�本港湾協会会長）高嶋四郎雄（�挙�本港町協会会長）原　　五郎（�兼�本倉庫協会会長）亀山　信郎（働海上保安協会会長〉同懸酷（日本内航雛盤飯）同　　仁田　一也（�兼�本旅客船協会会長）監事＝川島　裕（�兼�本船長協会会長）　同　　福島志津子（全国海友婦人会会長）都道府県庁所在地及び全国主要港湾関連都市における意見書採択状況　　　　　　　　　　平成5年3月15日現在議会数〔港湾数）意見書採択議会数都　道　府　県4728県庁所在都市4628特定重要港湾関連都市．．．．．．．．．．「．．．．．．．．．．．．．d要港湾関連都市　　39（21）．．．．．．．．．．．．幽一一i．．ゴ@143（l12）　　　28．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．@　　io2合　計　（1）248（133）160＊県庁所在都市と各港湾関連都市は重複ずる場合がある．その他の採択済み市町村合計　（2〕687意見書採択議会総数　　（ゆ＋�A847国民の祝日「海の日」制定推進国民会議機構図総　　　会q［3団体）会　　　長＝山　　下　　　勇副会長＝松井和治他12名（会長代理）監　　事　（2　　名）顧　　問　（若干名）幹　　　　　　事　　　　　会主宰者：副会長松井和治（幹事団体　理事長クラス）15名評　　議　　員　　会議長；副会長永井典彦（文化人など約20名）12地区推進国民会議事　　　務　　　局（事務局長以下i2名）圏運、“海乱1．IMO第24回訓練当直基準（STW）小委会の模様2．平成5年度船員災害防止実施計画3．新ギボンズ法案の概要1．lMO第E4回訓練当直基準（STW）小委員会の模様　標記小委員会は、3月8日から12日までの間、ロンドンのIMO本部にて開催された。今会期において審議された主要な議題は次のとおりである。1．STCW条約等の改正に係る議題　（D　タンカーに乗り組む者のための特別の訓　　練要件　　　本件は、第58回海上安全委員会（MSC）　　からの指示に基づき、第22回STW小委員　　会で検討が始まり、適当な経験と講習の双　　方が義務づけられているタンカーの船機長　　および一航帳壁以外の者であって、貨物の　　取り扱いに責任を有するものについて、訓　　練要件を強化することが検討された。　　　今会期では、昨年の第23回STW小委員　　会で作成されたSTCW条約付属転読V章　　の改正案を審議し、�@資格を有する者には　　証書を発給する、�A現在は勧告にとどめて　　いる資格取得に必要な講習の内容を見直し　　た上、規則化する、�B貨物の取り扱いに関　　する業務に責任を有する者には、陸上での　　消火訓練に加え、最低3カ月のタンカーの　　乗船経験またはV／1規則の付録1に定め　　る講習を義務づ．けることとし、本年5月に　　開催される第62回MSCに報告されることと　なった。�A　新船に対するSOLAS条約第IH章の最新　化のための改正　　本件は、第23回救命・捜索救助（LSR）　小委員会からSOLAS第m章18規則の操練　および25規則の旅客船における資格を有す　る消防士に関して見直すべきとする提案が　第6�J回MSCにおいて合意され、LSR・STW　両小委員会において検討することと．され．た。　α）SOLAS第III章第18規則3．．1および5　　規則の改正　　　避難および防火操練に関する現行規則　　に加えて、「全乗組員は航海開始前に避難　　および防火等の装置に精通していなけれ　　ばならない」とする提案がなされていた　　が、全乗組員を対象とすることは事実上　　無理なため、非常時要員に指名されてい　　る乗組員に限定すべきことが合意され、　　LSR小委員会の審議に付されることとな　　つた。　（ロ）SOLAS条約第III章25規則　　　ドイツおよびデンマークは、船員の消　　防資格に関する自国の制度を紹介し、こ　　うした制度を国際的にも導入することを　　提案した。これに対し反対する意見も出（圃　　されたが、STCW条約の包括的な見直し　　にあたり乗組員の消火訓練も検討項目の　　一つとして考慮することが合意された。（3）STCW条約の包括的な見直し　　前回の小委員会における、船主協会の国　際的な団体であるISFの提案が了承され、　今会期より検討が開始された。　　船舶における技術革新および新しい就労　体制等に適合した訓練・資格制度を採り入　れるようSTCW条約を見直すべきとする昨　年のISFの提案は、最近のタンカー事故お　よびISMコードの作成等の動きと相まつ　て、これを包括的に見直すこととされ、1995　年を目標に改正作業を進めることが合意さ　れた。条約改正の基本的な考え方は次のと　おりである。　�@安全運航、海上における人命の安全お　　よび海洋環境の保護のため必要とされる　　船員の最低資格基準を定める。　�A改正後も、現行資格制度は維持する。　�B海上で必要な各種の技能基準を定め、　　職務内容に応じた資格証明制度を採り入　　れる。　�Cシミュレーター訓練等を評価し、乗船　　履歴の要件を緩和する。2．総会決議、勧告等に係る議題（D　旅客船において緊急時に旅客を補助する　者の最小限の訓練要件（議題14）　　昨年の小委員会で作成された総会決議草　　案が審議された。主要点である訓練対象者　　については、緊急時のために選任された特　　定の乗組員に要求されることとされ、また、　　旅客との意思の疎通問題については詳細に　　言及すること、救急手当等については原則　　として医療関係者に委ね、訓練要件から削　　除することが合意され、第18回総会で採択　　するよう第62回MSCに報告することとなつ　　た。（2）非GMDSS証明書の受有者に対する　　GMDSS無線通信士の証明書の発給　　　従来の無線通信士資格を有する者への　　GMDSSに対応した資格証明については、　　無線通信小委員会（COM）においても検討　　されているが、何らかの試験を課した上で　　資格証明を発給すべきこととされ、その発　　給手続等に関する勧告を第18回総会で採択　　するよう第62回MSCに承認を求めることと　　なった。2．平成5年度船員災害防止実施計画　運輸省は「船員災害防止活動の促進に関する法律」に基づいて標記実施計画を策定し、関係先へ通知した。　船員災害防止実施計画は、5年ごとに作成される「船員災害防止基本計画」に沿って、運輸大臣が船員中央労働委員会に諮り毎年作成するもので、平成5年度は第6次船員災害防止基本計画の初年度にあたる。　平成5年度の同実施計画は、船員災害の減少目標（年間1，00D人率の前年度比）を死傷約4％（汽船約3％、漁船約4％）、疾病約3％（汽船・漁船とも約3％）と設定しているが、これは、亘平成3年度の実績をベースにした場合、船員数13万6，000人について、年間の死傷件数3，300件を約BO件、疾病件数4，000件を約12D件それぞれ減じることを目標としている。これらの目標を達成するため、次の事項に重点を置くこととしている。1．漁船の死傷災害防止対策の推進　（1）中小船舶所有者の安全衛生管理活動の活　　性化　�A　漁労作業における死傷災害の「激突され」　　の防止　（3）　「海中転落」の防止2．汽船の死傷災害防止対策の推進　田　中小船舶所有者の安全衛生管理活動の活　　性化（2）死傷災害の「転落」の防止3。高年齢船員の死傷災害防止対策の推進4．中高年齢船員の疾病予防対策および健康増　進対策等の推進5，外国人船員の船乗に係る安全衛生対策の推　進6．労働時間等労働条件の適正化　これらの重点項目の中では、船員の平均年齢の高齢化および外国人船員との混乗が増加している状況から、高齢化に伴う心身機能の低下を配慮した作業方法、疾病予防と健康増進対策、エイズの予防および混乗船における外国語による安全作業マニュアルの作成等について積極的に取り組むこととしている。3．新ギボンズ法案の概要　今般、新ギボンズ法案の素案が公表された。　本素案は、昨年提出された旧ギボンズ法案より造船および船舶修繕に助成金を出している国々に対する罰金や制裁借置に関してかなり厳しくなっていると思われる。すなわち、助成金を与えている国々のリストを連邦政府の官報であるフェデラル・レジスターに最低年2回公表することを提案している。当該国が、造船・修繕助成の即刻中止をコミットする協定に署名するまで、同国名はリスト上に残りその国の国旗を掲げる船舶ならびに同国人が支配する船は貨物積南冥あるいは就航航海数に制限が加えられるとの内容である。　昨年、ギボンズ法案はかなりの支持を得たこと、新政権もこのような法案を支持すると思われるところがら、今回の素案がより厳しいものになったと思われる。昨年の法案は下院は容易に通過したが、第102期議会の最終段階においてギボンズ法案の骨子を盛り込み、かつブッシュ大統領が拒否権を発動出来ない内容を有した、いわゆるマリタイム・リフォーム・アクト包括法案を通過させることが出来なかったため結局すべて廃案となった。クリントン政権は全般的に米国製造業に対する支持を表明しており、海運および造船業界も擁護すると述べている。海洋汚染事故防止対策　　　一運輸省の立場から一　　　　　　　　　　　　　　　　　論痴幽　　　　　　　　細　・運輸省海上交通局外航課監修：タンカーによる輸送問題に関する合同懇談会座長　　　　　　　　　　　　成踵大学谷川　久教授　年明け早々に、大型タンカーによる大規模な油濁事故が外国で相次いで発生し、その事故の模様が連日テレビや新聞で報道されました。マスコミは、この種の事故は船舶登録の便宜置籍制度や船員に問題があるのではないか等追及しておりますが、かなり偏った見識に基づき報道している向きが感じられます。　大規模な油日事故は、幸いにも日本籍船では起きておりません。これは関係者のたゆまぬ努力の成果であります。海洋汚染防止にいかに政府および海運会社が真剣に取り組んでいるかを、シリーズで海洋汚染防止に関する条約、油濁防除体制、航行安全対策、賠償制度また原油輸送の実態、油濁事故の例などを折り込みながら紹介いたします。翻しはじめに　最近、大型タンカーによる事故が相次いで発生しており、そのたびに油濁による海洋環境への影響が懸念されるとともに、EC諸国やマラッカ海峡沿岸諸国をはじめ世界各国でタンカー輸送の安全確保に対する関心が一層高まってきております。特に、去る1月目起こったスマトラ北方沖のタンカー事故は、輸送中の原油が日本への輸入原油であったことから、わが国に不可欠な石油資源の安定輸送に重大な影響を与えかねないものであることを改めて警鐘することとなりました。2幽．油タンカー輸送をめぐる現状　現在、世界の総船腹量は4億総トンを超えており、このうち30〜40％を油タンカーが占めています。1991年の世界海上荷動量は約40億トンで、このうちタンカーによる荷動量は約15億トンとなっています。一方、わが国の海上荷動量は輸出入合わせて8億トン近くありますが、このうち原油輸入量は約2億トンと荷動き全体の約25％を占めています。日本は、国内需要のほぼ全量に近い原油を海外から輸入しておりますが、このうち70％以上を中東地域に依存してお9り、原油を輸送するタンカーの大半がペルシャ湾やマラッカ・シンガポール海峡を利用するといった現状にあります。このような地域でタンカー事故が発生することは、沿岸諸国にとって重大な関心事であるばかりでなく、わが国国民経済全体にとっても極めて重要な問題であることが容易に想起されます。このマラッカ・シンガポール海峡は、西端約214海里、東立i詰約19海里を境界とする最下幅約2．5海里、最浅水陰癬23メートルの全長約573海里に及ぶ沿岸3力国に囲まれた国際海峡です。同海峡を通航する船舶数に13．ついては、正確な実数は明らかになっていませんが、いずれにせよ同海峡は船舶が輻医する有数の国際航路であります。同海峡における航行安全：対策としては、航路標識の充実やVTS（船舶通航情報提供サービス）の設置などのハード面や、TSS（通航分離方式）の拡張、速度規制、強制パイロット制度の導入などといったソフト面での対策が考えられますが、いずれもコスト増を伴うものであり、だれが負担するのかという大きな問題を抱えています。国内外の油流出事故等　ここ数年のわが国における油流出を伴う主なタンカー事故例を見てみますと、航路幅が狭い海域で事故発生件数が多くなっている傾向が見られます。国内の事例では、流出油量が数百から千キロリヅトル程度と比較的小規模な範囲にとどまっています。一方、世界に目を向けてみますと、1967年に発生した「トニー・キャニオン」号や1989年の「エクソン・バルディーズ」号事故の例に見られるように、広範な油濁損害をもたらした大事故が発生しています。これらの事故を契機として、．被害者救済の充実のため14・ヲに、「1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」（CLC条約）、「1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」（FC条約）や油流出事故に対する迅速な対応のための国際協力の枠組み等を定めた「1990年の油汚染に対する準備、対応及び協力に関する国際条約」（OPRC条約）が締結・発効しており、また、本年7月から段階的にタンカーの二重船体化の義務づけが行われることになっています。南頭損害の補償体制　ここでタンカー事故による油濁損害に関する補償体制について簡単に紹介します。わが国では、上記CLC／FC条約を国内法化した「油濁損害賠償保障法」を1975年に制定しています。この制度は、�@船主はタンカーに積載されている油による油濁損害について無過失責任を負うこと、�A船主の責任の限度額を定めること、�B船主責任の範囲を超えるような大きな損害を被った被害者は、国際油濁保障基金から1事故あたり約1QO億円（lSDR一工62円換算こ平成5年023月16日現在）を限度として補償を受けられることを主な内容としています。その後、CLC／FC条約については、船主の責任限度額および基金の補償限度額の大幅な引き上げ、発効要件を緩和すること等を内容とする新改正議定書の検討が行われ、1992年ll月、IMO（国際海事機関）の外交会議において新改正議定書が採択されました。わが国としては、現行条約採択以来20年余りが経過し、インフレによる責任限度額や補償限度額が目減りしたことなど諸情勢の変化等にかんがみれば、責任限度額および補償限度額を妥当な範囲まで引き上げることは被害者救済の観点から望ましいと考えており、本議定書の早期締結に向けて引き続き努力していきたいと考えております。購5・タンカー輸送の安全対策　中東から日本へのオイルルートで起こったスマトラ北方沖のタンカー事故の際には、運輸省も事故発生後直ちに24時間体制をとり、関係船社や在外日本大使館等と連携を保ちつつ情報の把握に努めてきました。また、1月27日には運輸省の関係局長等会議を開催し、�@OSPAR計画の前倒し実施、�AIMO（国際海事機関）における検討への貢献、�B関係業界や学識経験者を含む懇談会の開催などによる検討、�C油汚染対策に関する技術開発の推進、�DOPRC条約の早期批准に向けた検討、の5項目について今後さらに検討を進めることを決定したところであります。また、わが国の港に入港する外国籍のタンカーに対して行う船舶立ち入り検査業務（PSC：ポートステート・コントロール）を充実強化することとし、いわゆるサブスタンダード船を排除し、油による海洋汚染防止に一層努めております。　（1）OSPAR計画の前倒し実施　運輸省の関係局長等会議で提起された検討項目のうち、OSPAR計画は、わが国のオイルルートであるアセアン海域での緊急油防除システムに関し、関係諸国と協議・検討を行い、併せて、沿岸関係国に対し必要な技術協力等を行うことによって、海洋汚染事故に対する国際的な緊急防除システムの整備を図ることを目的としています．．{計画は、日本船舶振興会、海運業界等の資金協力を得て行うものですが、昨年11月、ジャカルタで開催された関係国との会議において、1993年度から95年度にかけて10億円のオイルフェンス等の油防除資機材を供与すること等について実質的な合意ができました。今回の前倒し実施は、1993年度中にすべて実施しようとするものであり、運輸省としては本年6月に予定されている東京での関係国会議において決定したいと考えています。　（2＞IMOへの緊急提案　また、IMOに対する貢献として、わが国は2月1日、IMOに対してタンカーの安全対策に関する緊急提案を行いました。現在、世界の海ではさまざまな国のタンカーが航行しており、このような現実のもとでは日本一国の対応だけではどうにもならない事柄も多いことから、加盟137力国を擁する国連専門機関であるIMOに安璽全対策を提案することとしたわけであります。同提案では、まず、油タンカーの安全対策等に関して9項目の具体的対策について提案しています。その内容は、�@現行安全規則の遵守徹底、�A船舶の操縦i生の向上等、�B二重船体化の促進、�Cポートステート・コントロールの強化、�D運航管理体制の早期確立、�Eタンカー乗組員に対する講習の義務づけ、�F新形式タンカー構造等の技術開発、�G油流出事故に対する対応体制の整備、�Hマラッカ・シンガポール海峡の航行安全対策の検討、となっています。このIMOへの緊急提案については、正MO事務局はもちろん、各国から日本のイニシアチブを高く評価されており、提案の内容そのものについても各種有益な教示を得ているところです。なお、二重船体化については、昨年3月に開催されたIMOの海洋環境保護委員会において、タンカーの構造基準についてMARPOL73／78条約付属書1の改正が採択され、事故発生時における油流出の可能性の低減化に向けて本格的なスタートが切られました。新基準は、本年7月以降に契約される新造船と、1995年7月以降において一定の大きさ、船齢以上の中古油タンカーとに適用されることとなっており、本年3月にも改正国内法が公布されることとなっています。　�G　タンカー輸送の安全対策に関する懇談会廟6・おわりに　運輸省としては、従来より、タンカー輸送に限らず、輸送の安全を最重点施策として取り組んでまいりましたが、最近のタンカー事故を踏まえて、さらにその対応策をとりまとめ、その膣2．　　等の開催　運輸省においては、2月16日、学識経験者、関係団体等からなる「タンカー輸送の安全対策に関する懇談会」（座長：谷川久成践大学教授）を海上交通局長主催のもとに開催しました。この懇談会では、運航管理体制のあり方、マラッカ・シンガポール海峡における航行安全対策、船員教育問題やタンカーの二重船体化に係る技術的な問題等、タンカー輸送の安全対策について総合的に検討することとしており、IMOにおける検討スケジュールにあわせ、5月中にも、一応の結論を得たいと考えています。さらに、運輸省としましては、タンカー輸送の安全対策等を進める上では、海運業界のみならず、石油業界の方々のご協力が不可欠であること、また、石油の安定供給という観点からも、通産省との協調・協力を図る必要があるこヒから、タンカー輸送の安全対策に限らず、タンカーによる輸送問題全般について、運輸・通産の両省の連携のもと幅広く議論していくため、2月25日、運輸省海．ヒ交通局長および通産省資源エネルギー庁長官主催による第1回の「タンカーによる輸送問題に関する合同懇談会」（座長：谷川久成躁大学教授）を、海運・石油業界首脳等の参加を得て開催しました。着実な実施を図っていきたいと考えており、海運業界をはじめ関係者の一層のご理解とこ．協力を期待しているところです。（〔業界探訪「履駿田溺侮言璽q擁帆．ｼ�u唱自」∴η　渠巧臣．7　．弓　確−選，．蒸．冠囁．．死擁蝋鱗灘駕頴転雛漉終訟レ羨冥繭灘難　船を建造する、そしてその船を動かすという一つのサイクルを見ますと、この間、船に直接的あるいは間接的な業務に携わる業界は多岐にわたります。海運界にとって、これら業界の一連の業務は一つ例にとっても、不可欠の極めて重要なものばかりであり、日常業務はこのような支えの下に成り立っているといえます。しかし、それぞれの業務の内容あるいはその業界のこととなると、意外に知っているようで知らないことのほうが多い。そのようなことから、新しい試みとして、海運界にとって深くかかわりのある業界団体を訪ね、歴史や事業内容を紹介することといたしました。　第1回は、自己紹介を兼ねて�兼�本船主協会をとりあげます。籔一■■一圏一■■一■一一一一一一一一一灘．）訪問団体　社団法人　白本船主協会立革設沿会　　長理事長会　　員事務所昭和22年6月5日（1947年）明治25年に結成された日本海運業同盟会に始まり、大正9年、�挙�本船主協会に改められたが、昭和15年日本海運協会となり終戦、解散の後、昭和22年再び�兼�本船主協会として発足、今日に至る。根本二郎（日本郵船株式会社　社長）増田信雄日本国籍を有する海運事業者163会員（平成5年4月現在）本部　東京（千代田区平河町　　　　　　　　　　2−6−4）　　　　支部　神戸　北九州　　　　　　　ロンドン　ワシントン事業活動　海運政策、税制、船舶保険、海上輸　　　　送に関する業務、港湾、海務、船員　　　　　問題、国際海運政策、広報、調査課　　　　　上等の活動を、委員会機構を通じ、　　　　　政府および国連機関また民間国際機　　　　　関などに幅広く意見反映を図り、問　　　　　題の解決に努めている。組　　織　事業を推進するために12の常設委員　　　　　会と4部会、2特別委員会が組織され　　　　　ている。（図参照）また、国際海運会議所　　　　　（ICS）、欧州・日本船主協会評議会　　　　　（CENSA）、国際海運連盟（ISF）な　　　　　どの国際機関に加入している。．璽海運界の規模現状と将　　来・外航船腹量　2，060隻　5，991万％（含む外国傭船）・内航船腹量　9，195隻　384万％　　日本の船腹量はりベリア、パナ　マに次いで世界第3位・外航・内航海運会社の運賃収入　平成3年　約5兆円・平成3年の日本商船隊の積み取り　比率　　輸出　7，480万トンの45．8％、　　　　　　　3，425万トンを輸送　　輸入　7億1，000万トンの70．8％、　　　　　　5億600万トンを輸送・海上従業人数（外航海運、内航海運）　　平成2年　50，704人景気の後退また円高により厳しい状況にある。また、大気汚染、海洋汚染に対する地球規模の対応、モーダルシフト推進に向けての内航船舶の整備、船員問題、国際競争力強化など問題は山積しているが、21世紀に向け総合物流業へ飛躍すべく、また国民の意識の変化に対応したマリンレジャーなど事業の多角化を図り、今後とも海運を中核に活性化が期待される。，・醒　馨　嘩蔭顧岬喜畦：ll圏蔭購細璽國【図】日本船主協会の機構「L地区船齢会京浜地区巨匠会阪神地区船王会九州地区船王臣役員会理　事常任理　　　　　　　総務議員　会　　　　　　　政策委員会　　　　　　の広報委員会　　　　　　o財務委員　会　　　　　　．）保険委員会　　　　　砥鷺山欝　　　一扇　　　　　　　　　　〔平成3年呂．1現在）平成5年度海運講習会の開催　当協会は、平成5年3月29日・30日の両日、海運ビル2階大ホールにおいて会員会社の陸上新入社員を対象とする標記講習会を開催した。　本講習会は、新入社員に対し、社会入としての門出を祝すとともに、海運人として必要な心構えを育成する目的で、昭和32年以来行っているものである。　本年は33個口ら381名と多数の参加があったため、去年に引き続き総合職（男性147名、女性2名、合計149名。他に日程の都合で一般職女性3名が受講）と一般職（女性のみ229名）に分け、29日と3G日にそれぞれ1日ずつ実施した。　講師および演題は以下のとおりである。　3月29日�求i総合職対象）会長挨拶　　　　　　日本船主協会会長　根本　二郎激　励　の　こ　と　ば　　運輸省　海上交通局　　　　　　　海事産業課長　深谷　憲一日本海運の現状　　　　　日本船主協会理事長　増田　信雄世界経済　と　海運　　　日本放送協会　解説委員　加倉井　弘船長雑感　　　　　　　　日本郵船船長　吉川　廣一海事資料センター利用案内　　　海事産業研究所　　　　海事資料センター部長　菊川　秀男映画「日本の海運」　3月30日�戟i一般職対象）挨　　　　拶　　　　　日本船主協会理事長　増田　信雄日本海運の現状　　　日本船主協会　　　　　　　調査広報部長　鈴木　昭洋からだと心の健康管理　　　マネジメント・サービス・センター　　取締役部長コンサルタント　三木　尚子私の歩んできた道　　　　　　　　　工学博士北野大船長雑感　　　　大阪商船三井船舶船長　結城　建輔映画「日本の海運」▲加倉井弘氏▲北野大氏圖第37回コンクリート製の船が水に浮く！？　鉄でできた船が水に浮くのが、理屈では分かっていても感覚的に納得できないという人は多い。それではコンクリートでできた船は水に浮くか、ということになると、おそらくはとんどの入が．首をかしげるだろう。　ところが、欧米では、第一次世界大戦中、鋼材の節約を目的にかなり大型のコンクリート船が建造され、口本でも、太平洋戦争下にi司様の口的で貨物船3隻（800総トン2隻、265総トン1隻）が建造され、実際に使用された。　船体の外型を木材で造り、内側に鉄筋を配置し、さらにその内側に船体の内型を木材で造り、その隙間にコンクリートを流し込むという工法である。　鋼材の節約という面以外でも、コンクリート船にはいくつかのメリットがあった。建造期間が短く建造費も安く済んだこと、修理が簡単なこと、断熱性が高いこと、振動が少ないことなどだ。　しかし最大の欠点は重いことで、当然速力も出ず、燃費も悪く、その後建造されることはほとんどなくなった。とはいえ、「カチカチ山］の狸の泥舟と比べれば、その実用性ははるかに高かったわけである。世界一周でτ日ずれた日付の謎。　世界一周航海を終えて帰国したマゼランの船団の乗組員たち（マゼランはすでに死んでいた）が、まず驚いたのは、出発以来、毎．日欠かさず付けていた航海日誌の．．Eでの到着日の日付と、その日のスペインの日付が1日ずれていたことだった。　地球を西へ西へと航行した場合、どこかで日付を工日飛ばし、逆の場合はどこかで1目遅らせなければ、時差の関係で日付の計算が合わなくなる。しかし当時の人々には、時差の補正という考え方は、まだ無かったのである。　その後、世界周航が頻．繁に行われるようになって、この日付のずれをどこかで補正しないと都合が悪いということになった。しかし日付を変更するポイントとなると、人がたくさん住む場所では問題が多い。隣同士の町でそれぞれ日付が異るようでは何かと不便である。こうしたことから入の無断転載を禁じます。社団法人　目凹船主協会◎匿）宅ち翌二二，！まだ演目働住む土地がほとんど無い太平洋の真ん中が、日付変更線の通過位置として無難であると考えられた。　そこで、1883年、万国子午線会議が開催され、英国グリニッジ天文台の子午儀の中心を通る子午線を本初子午線とすることとし、これによって東経と西経の合致する180度線を太平洋上に位置させることが正式決定された。　その後は、この180度線を日付変更線として、ここを東から西に通過する場合は1日飛ばした日を翌日とし、また西から東へ通過する場合は、翌日も同じ日付とすることになったのである。測り方さまざま、船の速力の種類。　船の速力には、その算出方法によっていろいろの種類がある。　まず「最大速力」だが、これは、完成直後の試運転の際に速力試験を行って測定するもので、空荷の船が最も軽い状態で、最良の燃料を使い、エンジンをフルパワーで回転させて計測される。文字どおりの最高速力で、このスピードで走ることは船の一生rl」ほとんどないが、船の基本性能を知る上での重要データとなるものだ。　次に「航海速力」。こちらは船が実際に貨物を積んで航海するときの最高速力で、波浪や船底の汚れなどによる速力の低下を考えて余裕をみた定格馬力のB5〜90％を機関出力とし、積み荷状態は、貨物船では満載状態、客船では4分の3または2分の1載貨．の状態で算出される。「経済速力」とは、一定の距離を最少の燃料消費量で航行できる速力で、貨物船の肯業面では、たいへん重要な速力となる。　さらに「定期速力」というのもある。これは、どんな風波や潮流の場合でも、時間通りに航走することができる速力で、定時運航が要求される連絡船などの場合重要な速力だ。貨物の多少や天候の変化で推進効率が低下しても必要な速力が出せるよう機関出力には相当の余裕をとる。　また船の性能を直接示す数字ではないが「平均速力」という数字もある。これは1昼夜の航走距離を24時間で割ったもので、例えば航海中のある船の航走距離が360海里だとすれば、そのRの平均速力は360÷24＝15ノットということになる。　気象や潮流など、時々刻々条件の変わる海を舞台に、より経済的に、より安定した輸送活動を行わなければならない船では、速力の概念も、このように複雑なものにならざるをえないのである。囲　　　　��鞍　　　評　　　．3　　　暮　　　二　　　　〇〇　米国、欧州の海運、経済・社会の動きについて当協会の欧州地区事務局、北米地区事務局を通じ、交互に情報を提供いたします。アジア、豪州、アフリカ、南米、あるいは日本国内の話題についても、大きな関心が寄せられるものであれば、逐次とりあげ、掲載することにいたします。　今回は、最初でありますので、欧州地区事務局および北米地区事務局を紹介いたします。．欧州地区事務局所在地DEXTER　HOUSE　6th　Floor，　　　　ROYAL　MINT　COURT，　LONDON　　　EC3N　4JR，　U．K，（TEL）07／−488−0899　（FAX）Q71−488−3167事務局スタッフ　　　　赤塚宏一事務局長、保坂均課長代理、　　　　D．WRIGHT、　V．SCOT−SMITH、越　　　　田美穂　ロンドンには、国連の機関であるIMO（国際海事機関）や民間の海運関係の国際機関であるICS（国際海運会議所）やCENSA（欧州・日本船主協会評議会）があります。これら国際機関では、国際条約の検討や海運問題が幅広く採り上げられ、世界の人々がこれら国際機関の会議場に集まり討議をし、新しい海運の秩序作りを行っております。　ロンドン事務所は、1MOやICS、　CENSA、ISF（国際海運連盟）などの会議への出席、各国船主協会や関係機関との連絡を行うなどし、国際関係の情報の収集、調査、分析を行っております。　タンカーの油濁事故防止対策、またEC統合の深度化に伴うEC共通海運政策、船員問題などが今、欧州サイドでホットな話題になっております。北米地区事務局）愚蒙灘蝶　　　．、．こド“所在地　C／OJAPAN　TRANSPORT　ECO−　　　　NOMICS　RESERCH　CENTER　　　　1819L　STREET，　N．　W．，　SUITE　NO．　　　　820WASHINGTON，　D．　C．20036，　U．　　　　S，A．　　　　（TEL）　202−833−9763事務局スタッフ　　　　森崎末壽雄常務理事　事務局長は森崎常務理事に委嘱されており、同時に運輸経済研究センターワシントン事務所海運担当調査役を兼任しております。このワシントン事務所は、所長以下5名の日本人と2名の米国人で構成されており、航空、海運、造船、鉄道、トラック等米国の運輸関係の調査情報収集にあたっております。　当事務局としては、当然海運とそれに造船を担当しており、米議会、各政府機関、海運業界、造船業界等々の動向について、当協会、運研センターならびに必要に応じ運輸省にレポートを行っております。「四海運日誌L．3月3日　運輸省は91年度の外航、航空、鉄道の貨　物運送取扱事業実績を発表した。外航利用　運送事業の91年度の取扱実績（輸出）は、　　コンテナ積み貨物、ばら積み貨物合わせて　約1，446万1，000トンとなった。4日　船舶整備公団は、1日に長期プライムレ　　ートが0．3ポイント引き下げられたことに伴　　って、金利を改定すると発表した。これに　　より、貨物船の建造が4．9％、一般旅客船の　　建・改造が4．85％にそれぞれ引き下げられ　　た。5日　運輸省は、船舶から排出されるNOxおよ　　びSOx規制問題を検討するため、IMO事務　　局および関係国を招いて国際会議を開催し　　た。8日　運輸省海上技術安全局は、93年2月分の　　新造船建造許可実績を発表した。それによ　　ると、VLCC　1隻を含む13隻、40万9，000％　　（前月比10．4％減）、契約船価は483億4，500　　万円となった。16日　大蔵省は、2月分の貿易統計（遼関速報　　ベース）を発表した。それによると、輸出　　額は279億ドル（前年同月比0．5％減）、輸入　　額は174億ドル（同2．8％減）で貿易黒字は　　105億ドル（3．7％増）となった。17日　船舶解撤問題共同検討委員会は、世界の　　船舶解撤業の現状と解撤量の将来予測をま　　とめるとともに、今後の活動方針を決めた。　　（P．3シッビング・フラッシュ2参照）18日　国民の祝日「海の日」制定推進会議は、　　東京・霞が関ビルで臨時総会を開催し、名　称を国民の祝日「海の日」制定推進国民会　議と改め、新会長に山下勇JR東日本会長を　選任した。（P．14特別欄参照〉◎　造船補助を行っている国をリストアップ　　し、当該国の船主が支配する船舶に対し、　航海数／積荷量の制限、制裁金の課徴、通　　関拒否等の措置を課すこと等を内容とする　　新ギボンズ法案（HRI402）が下院に上程さ　　れた。（P．18海運ニュース3参照）19El大阪商船三井船舶と系列海運会社の日本　　海汽船は、10月1日を目途に合併すると発　　表した。23日　海運造船合理化審議会造船対策部会が開　　催され、造船業の現状と今後の対応につい　　て審議が行われた。　　（P．4シッビング・フラッシュ3参照）24日　日本開発銀行は3月24日の新規貸付分か　　ら、海運（外航貨物船整備）向けなど最優　　遇特別金利を年4，5％に0．3％引き下げた。　　なお長期プライムレート（優良企業向け最　　優遇貸出金利）に連動する基準金利は4．9％　　（3月1日改定）で変更なし。31日　当協会と日本船舶保険連盟との間で行わ　　れていた平成5年度船舶保険料率・条件改　　定交渉が、総額約38億円の保険料引き上げ　　で合意された。　　（P．2シッビング・フラッシュ1参照）　◎　複合一貫輸送において同盟の運賃設定を　　認めないとするEC委員会の「反対声明」に　　対し、FEFC（極東／欧州同盟）は、反論書　　を提出した。（P．31船協だより参照）．鍼異．躍灘欄一・鶉獣》欝鎗薫　　@　g）3月の定例理事会の模様〔3月24日、副本船主協会役員会議室において開催〉　　　政策委員会関係報告事項1．海造審造船対策部会の模様について　　（P。4シッビングフラッシュ3参照）　　　　労務委員会関係報告事項1620条問題小委員会について　　（本誌1993年3月号P．39内外情報1参照）　　　　国際委員会関係報告事項1．EC海運競争政策への対応について　ECは、その独禁法たるローマ条約85条（競争制限的な協定・慣行の禁止）・86条（支配的地位の濫用の禁止〉から定期船同盟を適用除外とするため、1986年に閣僚理事会規則（No．4056／86）を採択し、その実際的運用に関しては行政執行機関であるEC委員会の競争総　局（Directorate−GeneraL4）が当たっている。　　ところで、89年4月、ドイツ荷主団体は極東・欧州運賃同盟（FEFC）が複合一貫輸送に対し共通運賃を設定していることにつき、競　論法違反であると．してEC委員会に異義申し立てを行っていたが、92年12月に至りEC委員会は同盟の複合輸送運賃設定権を認めないとする「反対声明」を発表した。これに対しFEFCは、上記理事会規則（No．4056／86）の解釈上この運賃設定権の妥当性を強調した反論書を3月19日までに提出、今後公聴会が開催される予定である。　一方、本問題に限らず、海運に関する最近のDG4の動きは規制強化の方向にあり、EATA（欧州／アジア航路協定）、TAA（大西洋航路協定）等の新しい形の一社間協調行為あるいはコンソーシャなどについても不必要に厳しく扱おうとの姿勢を示している。　当協会としては、このような政策が船社経営に与える影響が大きいことから、CENSA・ECSA（EC船協）を通じ積極的に意見を開陳する一方、運輸省に対しても本件に関し事情説明を行い、特に今3月の寺嶋運輸審議官の訪欧・EC委員会（DG7＝運輸総局、　DG4）との意見交換において、EC委員会に対して競争規則の慎重な運用の申し入れを願えるよう要請した。　　　海運関係の公布法令（3月）�堰@無線局免許手続規則の一部を改正する省令　　（郵政省令第9号、平成5年3月9日公布、　　即日施行）�堰@有害液体物質の排出率等を定める総理府令　　の一部を改正する総理府令　　　（総理府令第2号、平成5年3月17日公画　　布、4月4日施行〉�G　�堰@船舶からの有害液体物質の排出に係わ　　る事前処理の方法等に関する命令の一部を　　改正する命令　　（総理府・運輸省令第1号、平成5年3月　　17日公布、4月4日施行）�G　船舶区画規程等の一部を改正する省令　　（運輸省令第7号、平成5年3月29日公布、　　平成5年7月6日施行）　　　国際会議の開催予定（5月）　BIAC海運委員会　　5月10日　パリ　第2回アジア船主フォーラム　　5月10日〜11日　ソウル　ICC海上輸送委員会　　5月12日　パリ　ァジァEDIFACTボード（AS／EB）第6回会議　　5月20日〜21日　北京　第62回海上安全委員会（MSC）　　　5月24日〜28日　ロンドン　OECD海運委員会　　　5月25日〜27日　パリ1薮：：黒鐸駕＝一挙：．．轄．際蕉、海運統計…・本誌「せんきょう」の改訂に伴い、「海運統計」欄の各種資料の掲載時期は下記のとおりといたしますのでご了承下さい。統　　計　　資　　料　　名1。世界船腹量の推移2．日本商船船腹量の推移3。わが国外航船器量の推移4．世界造船状況（進水・建造中・未着工）5．わが国造船所の工事状況6．世界の主要品目別海上荷動き量7．わが国の主要品目別海上荷動き量8．不定期船自由市場の成約状況9．主要航路の成約運賃（原油）10．主要航路の成約運賃（穀物）11．主要航路の成約運賃（石炭・鉄鉱石）12．タンカー運賃指数13．貨物船用船料指数14．係船船腹量の推移15。スクラップ船腹量の推移16．わが国貿易の主要貨物別輸送状況17．日本船の輸出入別・船種別運賃収入18．内航船の船腹量19．国内輸送機関別輸送状況20．内航海運の主要品目別輸送実績掲　載　回　数　・　時　期年間1回掲載　　〃　　〃四半期に1回掲載年間1回掲載　　ノノ　　ノ♪毎月掲載　〃　〃　〃　〃　〃　〃　〃年間2回掲載　　ノ，．日曝1回掲載　　ノノ　　ノノ毎年2月頃毎年12月頃毎年12月頃3月、6月、9月、12月頃毎年12月頃毎年3月頃毎年8月頃8月、11月頃　　ノノ毎年8月頃毎年12月頃毎年9月頃また、新規資料として次のものを掲載いたします。・わが国貿易額の推移（毎月掲載）・対米ドル円相場の推移（毎月掲載）・燃料価格（四半期に1回掲載　4月、7月、／1月、1月頃）次号より掲載1．わが国貿易額の推移2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）輸　出輸　入前年比緬年同期比（％〕年　月脚平均最高値最安値年　月（FOB）（CIF）入�居o超輸　出輸　入1980226．45203．00262．501985238．54200．50263．40197555，75357，863▲　2，11（10．4▲　6、81988128．15120．80136．701980129β07140，528▲10，72126．027．01989137．96124．10．　150．351985王75，638129，53946，0993．2▲　5．11990王44．81124．30160．101990286，948234，79952，1494．3U．41991134．55126．35141．801991P9923／4，525R39，650236，737Q33，02／ア7，789P06，6289．6W．�J　　o．8｣　1．61992126．62l19．15134．751992年3月@　　　農　　　　ρ　　　　630β58Q7，2嘆8Q5，495Q8，12819，389Q0，056P7，641P9，14310，969V，192V，854W，9852．7P1．5S．1X．6▲　8．6@　11．3｣　15，1@　5．0エ992年4月@　　　5@　　　6@　　　7133．57P30．56P26．81P25．65132．15P2825P25．35P23．90134．75P33．20P27．75P28．00729，5252〔），2339，2929．91．18126．31122．90128．O〔［826，14119，0697，0725．1▲　0．29122．72119．20124．95931，62819，57212，05612．68．110121．04l19．15123．20103］．、06320，209！0，8548．4▲　5．2ll123．87122．80124．751127，24419，7287，5160．6▲　4．812124．03123．00125．001230，86519，669／l，1964．20．61993年1月125．01123．80125．75／993年1月24，164ls，8975，266o．8▲　o．6212G．96116．55125．05227，97017，4101G，559▲　0，5▲　2．83117．07115．45118．70通関統計より図7．．編騨讃『嗣撒罵騨厨灘驚瓢ξ1嬰：黙顎凝罵欝『讐璽際L．冠謬呼；誌驚：：費ξ撚翫1讐．．縣瀞罵嬰撚：灘3．不定期船自由市場の成約状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千M／T）dO．neP船用期定他のぞ差肥糖砂訳内別目品鉄屑石鉱船用海航刮合海航続連ル海グンシ航分区　　次　　年　　　　　　　678901212　　　　　　　　　　　1　1　1789012　2　　　　　　　3888999　9　　　　　　　9999999　9　　　　　　　911／一工1　　1　　　　　　　　1（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。2502001501附50コ口1ペルシヤ湾／日本・ペルシャ湾／欧米119肥〔年〕1堕91990199E19921凶32田zoロ1501叩5自口4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次199119921993199／19921993最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低114D．OO　8�J．OO62．50　37．5058．00　49．〔｝〔〕90．00　59．505窪．00　33．0057．50　46．502129．00　85．0056．50　35，0053．00　47．5087．50　61．0055．00　32．5045、00　42．50395，00　62．5037．50　3／．0050．00　41，5061．00　52．5036．00　32．0050，00　37．50447．50　37，7545．00　33．5052．50　35．0045．00　31．00587．50　35．0045．OD　42．0073，75　45．0044．50　35．00690．00　82．5041．50　33．GO90．OO　69、5038，00　32．00780．〔｝〔〕　52．5050．00　39．5062．50　49．0045．00　37，50871．00　62．7552、00　45．5062．50　52．0045，00　42．50966．00　46．5｛〕49、00　41，6055．00　45．0046．25　38．001068．00　57．5054．50　47．OQ66．25　49．OQ50．QG　40，0Q工167．50　52．5065．00　51．7564，00　49．5062．50　50．001249、50　39，0D62．50　49，0050．00　38，0060．OO　46．50（注）�@日本郵船調査部資料による。�A単位はワールドスケールレート．1989年1月以降　　　�Bいずれも20万D〆W以上の船舶によるもの。�Cグラフの値はいずれも最高値。新ワールドスケールレート。r（．（磁胤臨謹轟：鹸漉瀧飽臨灘．．き．一．凝．麟無繊．’．．．．．丁驚．勲　　　．．鶉　ヒ．死物〔畑レ7／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西蜘遵喪ドドルと｝30コ。ヴル7／日本〆〆z53〜ヨL…120北ポ酉梁／日章§3z口へ、’’『、E｝へ噛、r　、、151西@’レし、　、　　’@’ρヤf＼、A　「　　　　　　r’、L9L9ガルフ／西欧55」．口o凹9〔制1ヨ89旧go旧9F199〜凶93石炭〔ハンプトンローズ／日本レ鉄鉱石〔ツバロン／口本・ッバ冒ン／西劇Ig肥〔軍）　　　　19開旧go1冊11凶2旧935．穀物〔ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位　ドル）ガルフ／日本北米西岸／日本ガルフ／西欧月次199219931992！99319921993最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低126．0〔｝　23．0023、50　22．0014．25　13，7512．85　12．2513．00　11．8912．05　11．50223．50　20．5024，75　22．35／3．25　12．25／2．25　12．151工．75　　9．0012．78　　9．80321．50　ig．0026．25　24．0012．25　1L75／3．7D9．50　　8，0012．25　ユ1．40420．00　18．9010．9010．25　　9．00524，50　20．ア511．50U．01　10．50623．40　18．25一10．48　10，00720．50　17，009．7510．59　　9．24819，00　17，5D9．4010．50　　8．39920．10　17．9010．75　　9．7510．00　　8，521020．25　18．40ll．10　／0．259．97　　8．65ll24．50　20．25一13，00　　9．301ワ2500　2300135013．70　工250（濁　�@口本郵船調査都資料による。�Aいずれも5万D〆W以上S万D〆W未満の船舶によるもの。　　　�Bグラフの値はいずれも最高値。6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単位　ドル）ハンプトンローズ／日本（石炭）ツバロン旧本（鉄鉱石）ツバロン／西欧（鉄鉱石）月次199219931992199319921993最高　　最低最高　　最低日盲@　　　最低取同最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　789101112　14．00@　＝X，90　　9，85@　二@　8．25@　8．80@　9．20@　＝@115010．50X．95P0．90　　＝　　一@　8，75@　8．00@　7．90W，00　　7．25@　二@　二　　一　　7．50　　−W，25　　7．806．35　　5．60T．75　　4，45T，00　　4．85S．75　　4．00@　4．30S．75　　4．10S．20　　4，00　　　S．00　　3．75　　　@　4．30@　4．904．50−5．45（注）�@日本郵船調査部資料による、�Aいずれも10万D〆W以上／5万D／W未満の船舶によるもの。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。撒，　鰍．胤黙．鰍漁舗綴一『蟻．　　鼎巴勲灘鍬鮮継・旛罷　繍灘．講読．無一無総撚携養運賃指数用船料指数7．タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次199119921993VLCC中型小型1．1・DH・CVLCC中型小型1．1・DH・CVLCC中型小型H・DH・C1982137．2182．6290．8271．048．991．2133．9184．7194．751．494．9工30．1167．4181．6293．3i5Lo205．8250．2337．341．t玉83．8140．7208．5168．玉361．4110．1165．5194．6254．033．981．3115．5158．3153．6445．9102．2104．4176．3183．940．671．6110．2160．8147．4575．3112．2156．2212．5177．839．470．1104．7155．4160．0685．9108．9149．1王78．6161．536』68．9103．9171．8153．6760．8103．813L3184．5134．843．574．6110．4178．1154．7860．393．61242164．5140．044．671．7工13．6165．0162．3953．091．7114．7152．0141．743．472．9l13．2ユ56．4161．71058．685．4129．6162．6172．／49．579．3l15．9164．7148．61153．087．2l19．1173．／165．工56．864．5117．3174．2176．6／237．986．6120．6152．玉183．752．298．3138．6162．6193．2平均65．3105．8／41．9191．0193．644．277．4l18．2170．0164．5（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと1987年11月に合併）�Aタンカー運賃．はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃．　　　指数の発表様式が87年10月より次の5区分に変更された。カッコ内はIFI区分　�CVLCC＝15万1000トン（15万トン）以　　　上　◎中型：7万1000〜15万トン（6万〜／5万トン）◎小型＝3万6000〜7万トン（3万〜6万トン）��H・D＝ハ　　　ンディ・ダーティ：3万500Dトン（3万トン）未満　��H・C＝ハンディ・クリーン＝5万トン（3万トン）未満。（8．．貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数月次1988198919901991199219931988198919901991199219931193．4204．9208．3198．0202．0192．0292．8334．0356．5318．0326．0326．02203．5202．4203．3199．0195．0312．0363．7357．6325．032D．口3207．1212．1176．4207．0192．O328．0329．8288．7335．0300．04203．0202．7202．9205．0191．0338．6336，9．343．3344．0302．O5189．322L5197．9205．0195．0344．3346．2353．5342．0301．06193．6201．8191．4205．0190．0333．8318．7343．7342．0295．07184．1ls93lgo．G2G6．o19LQ32Q．6336．8325．Q342．0288．08186．6204．1197．0206．0191．o318．2324．3328．3318．0293．09185．1193．0195．0205．0191．0314．0327．5329．5325．030工．010196．3197．8197．0206．0193．0317．2327．6322．8335．0289．011199．0208．4199．0208．0196．0333．0338．03／1．4349．0300．012197．8204．3215．0208．0194．0312．0349．1306．4343．0323．0平均194．9203．5197．8204．8193．4322．D336．1330．6334．8303．2（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと1987年ll月に合併）�A航海用船料指数は1965．7〜1966．6；100定期用船料指数は　　　1971＝1000謹．慧ダ：瓢蕊�j鷺蔦黒戴認総二叢捻劉＝1瓦鶯鑑：強票；罵二障塁蜜堂澱讐三警ぼ濫藷菰1塁羅薫儲認一璽）譜50αo‘硅oo3000200010008005ひ。紛口200係船船腹1脇臼〔判19911四『万。曜スクラップ船腹蜘．曜蜘万ロ唱oo邑go脚潮蜘2D臣陣」lrlIlIi　l買拘皓タノか一’　へ~」1潤v1C1FLo�@土台�　　　　　　＝h脳　卜ﾗ臥　　　　1　　’f、．　　A　　トmい　　　　噛@　1C門国閃13団r〔革〕　　　　19団　　　　　1螂　　　　　Igr　　　　　旧ヨ1　　　　　「ヨ92口9．係船舶腹量の推移199119921993月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G〆T千DIW隻数千G／T千DIW隻数千G〆T千DIW隻数千αTイ．D／w隻数千G／T千DIW隻数千GIT千DIW125〔〕1，2911，708501，6543，0782921，8522，423461，5312，8073452，3283，048904，2828，395225S1，4712，038511，5572，8572841，7502，332451，4go2，7293482、429　3、15494　4，0837，98132881，7Q52，290501，1782，nQ288L8232，42748／，5362、2so3502．4813，2G49了3，8727，565428S1，6552，155471193　，2，1352971，8252，432一πcb1，9033，53852831，6D32，041461，1912，1302921，8682，569571，9813，76362641，485ユ，946471，4452，6S53〔尼ユ，9372，652683，lll6，18072591，4511，97〔461，4052，6133051，9252，613743，5246，93282621，4772，D21451，3402，4783222，14・．12，971743，5go7132　，92651，4672，D25471β582，5173352，／8D2，993一一3，6217，203102831，7332，39552／，7173，0793362，2163，011743540　，6，989／12761，6182，215521，6312，88933222413，039853，9477，789122881，7062，264471，5222，8073502，4573，280954，5989，056（注）　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。10．スクラップ船腹量の推移．）lggo19911992月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G〆T・．FDIW隻数千GIT千DIW隻数千G／T」丁．DIW隻数千G〆T千DIW隻数千G〆T千DIW隻数千GIT千DIW135　　132　　1926　　23　　3423　　270　　4462　　53　　11844　　2S9　　4069　　14D　　258220　　157　　1252　　　4　　　220　　183　　278．．．D一．黶D53　　489　　7866　　114　　238369　　362　　5689　　65　　11738　　291　　479S　　129　　23362　　578　　944／8　　280　　50S439　　205　　28410　　36　　5553　614　1．0066　　228　　44734　　299　　54210　　240　　487537　　255　　3913　　　9　　1439　　187　　27511　　62　　10344　　587　　98〔1王8　503　1．OIO623　　105　　1494　　61　　9730　　257　　4045　　ユ71　　34838　　375　　63723　7551．530723　　19S　　3477　　122　　23222　　216　　3415　　275　　53629　　491　　8598　　五67　　298830　　12D　　l527　　186　　39521　　72　　994　　ユ13　　20919　　256　　41914　728　1，511928　　192　　3422　　　4　　　753　　259　　6108　　336　　40140　6341，05515　678　1，4351063　　504　　85D4　　27　　5135　　342　　5514　　ユ49　　30121　　286　　532lO　　427　　8411124　　179　　2716　　29　　4326　　2／3　　3218　　138　　2361224　　243　　3934　　74　　15120　　101　　15010　　294　　560言1・4152，6624，06464　6401，198380　3．0〔15　4．96171　1．958　3，492（注）�@ブレーメン海運経済研究所発表による。�A300G〆T　300D／w以．トの船舶。�B貨物船には兼用船　客船を含む。　　　�CタンカーにはLNG／LPG船および化学薬品船を含む．�D四捨五入の関係で末尾の計が合わない場合がある。　今月から「船協月報」が月報「せんきょう」に変わりました。　わたくしどもの月報を今まで以上にみなさまに親しんでいただけるようにするために、昨年ll月より改訂作業に取り組んでまいりました。　みなさまには、アンケート調査を通じて、多くの貴重なご意見を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。　その結果をもとに、ワーキング・グル▽プを結成し、鋭意検討いたしました結果、体裁、内容とも一新して、ここに月報「せんきょう」としてお届けする運びとなりました。　ただし、従来においてみなさま編集後記の評価の高かった項目や本誌に求められる役割として重要と考えられる項目については、そのまま踏襲することにいたしました。　海洋汚染問題をはじめとする地球環境問題や国際・国内物流において果たしている重要な役割など、海運業界は今後ますます広くみなさまの生活と深いかかわりを待つようになってくるものと考えられます。　こうした環境において、より広くみなさまにわたくしどもの業界についてご理解をいただくことが重要であると考え、平易な表現で読みやすい雑誌にしていきたいと思っております。　また、編集にあたっては読者のみなさまのご意見、ご要望もどんどん取り入れていきたいと考えておりますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。　最後に、業界の広報誌として、業界の発展に寄与していくことができますよ．うスタッフー同努力していく所存．でございます。　どうか今後もよろしくご愛読下さいますようお願いいたします。三洋海運総務部総務課長山田　啓一船協月報4月号No．393（VoL　34　No．4）　　　発行◆平成5年4月20日　　　創刊◆昭和35年8月m日　　　発行所◆社団法入　日本船主．協会　　　　　　〒LO2東京都千代田区平河町2−6−4〔海運ビル）　　　　　　TEL．（03）3261．．7181（調査広報部｝編集・発行人◆鈴木昭洋　　　製作◆大洋印刷産業株式会社定価飼DO円〔消闘税を含む。会員については会費に含めて購読料を徴収している｝会旧亜紹亜介9当協会会員は163社。（平成5年4月現在）次号より順次会員を紹介いたします。憂運船P船運船流舶船海商治生明實浪日日新日大佐■阪神地区会員〔佃社　　　　　　　船一船運船流運哩船盒鵜汽婁・・嚢・翼・　　　　　　　　国齢本M田ｼ販藤・ン野銅．木金渕洋黙巳　　　　　　　　佐セ瀬戸正住田太大辰船船臼運ト油運船船運　汽　　ス　　　　　　　　　　　ツ　航船海べ運海汽　海　　海汽運穫船産汽内　　ン　　　汽　　テ　田一光イ士州馬　組　　　　　　　　　　　西　代　　日旭千第二大罪芸八白上　　　　�`隆運舶海海船慶興和東東口ク運船輸橋肥業逢船ン　　　　　　　輸　　　　　　　一汽イ　　　　　　　ギ　　　　　　　ル部ラ　星崎鉄戸戸華ネ　　　　　　　エ下成　　　　　　　際関関豊川神神国国日握枡本海運産業’船運船発業船運船船運船　送ン舶船一￥・興漁乳汽醤留・鑑縄洋m洋洋井田・木朋勤近マ京京・　　　　　　　田　　　ケ京京　　京　平平平平　　　　　　　　　　　票太太太太大玉反反朽東東東東顛更東東船舶船還船　　用郵船　　　海汽　　専本崖産伸正日日日臼日船運船汽海海鄭近北海川京近■京浜地区会員〔106社グ運流舶所ン船運隆運ン物船泊　開疋海一井船卜汽海ン海船・ｿ駕・一一�工大大リ三三山三北日本大井溝運神　　戸　　汽　　船匡際マリントランスポート栗　杯　近　海　汽　船栗　　林　　商　　船協　　同　　商　　船共　菓　タ　ン　カ　一共和　産業　海運マリテックマネージメント三妻鉱石輸送ム秦運一運ン船船一船倒∴汽禁−　海ン海ウ蜥村?ｯ甥栗ア有旭旭東ブ大第第大ρ　瑳輻会ン胎運　　ﾛ�m囹加・鐙海興運詣・　　野野に下　鶴上上ワ山雄ンム麦舶蓮一運運船運　　　　　力イ　　ン海客　コ精船海汐海航井海ラ　　別内三　［丘n栄靖こ、和　　　　　　　　　和一　　ケ和船　　　　　和シシ関新新駈新新商昭船運運ズ運船運スンロ三三宗工永名中ナナ一　運　運船船船運運菓一　ナ海♂（汽汽霧努　力　　出一一O雄士和星洋海ク熔　之　洋光　一大イ英富平日医邦宝出ン船運ジ産ソ汽海エ水マ海本本本サ本舶船連船槽ル　海工油シ　洋　和和昭昭昭　一　ヴ　ル　本日日日日日運ン船船海船航　イ　ラ　　近轟商ン汽外　イ　汽匙谷バ原汽　タ　　　ヤ　ン飯イ板泉ジ神関■九州地区食員〔岡社運舶輸送船芸運運一運　　運運　　海力海船産汽商海業ン同海　州江物祀二島産タ共　　九国　　崎新分原堀北興協丸松宮日大運三二産　汽毎　海山．、’図津大丸部島新鶴宇占））7月EO日を国民の祝日「海の日」に。

